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第115回産業統計部会 議事録 

 

１ 日 時 令和５年７月６日（木）10:00～12:30 

 

２ 場 所 遠隔開催（Ｗｅｂ会議） 

 

３ 出席者 

【委   員】 

川﨑 茂（部会長）、櫨 浩一 

【臨時委員】 

宇南山 卓、小西 葉子 

【専 門 委 員】 

滝澤 美帆、江川 章、小松 知未 

【審議協力者（有識者）】 

小池 芳明 

【審議協力者（各府省等）】 

千葉県、静岡県 

【調査実施者】 

農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室：坂井室長 ほか 

【事務局（総務省）】 

  北原大臣官房審議官 

統計委員会担当室：萩野室長、篠﨑政策企画調査官 

政策統括官（統計制度担当）付統計審査官室：内山統計審査官、森調査官 ほか 

 

４ 議 題 農林業センサスの変更について 

 

５ 議事録 

○川﨑部会長 おはようございます。部会長の川﨑です。 

 ただ今から第115回の産業統計部会を開催いたします。皆様におかれましては、大変お

忙しい中御参加いただきありがとうございます。 

 本日も前回と同様にウェブ参加の委員の方々が大半で私が会議室におりまして、それか

ら、農林水産省、総務省の方がこの会議室におられるというような状況です。そういうこ

とで音声の不具合などが、もしあった場合には、是非早めにお知らせをいただきたいと思

います。 

 今日は農林業センサスの３回目の審議ということになります。前回から２週間弱の間隔

ということになりますが、少し間も空いておりますので、現在の審議状況とこれからの見

通しについて最初に申し上げますが、本日の会議資料はこれまでと同じように前回と、第

１回の資料も使いながらということになりまして、今日の資料を加えての審議ということ
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になります。 

 今画面に表示して御覧いただいているのは、言わば審議項目の目次ということですが、

前回までの審議では、このページの下の方にある農業集落調査の方を優先して審議をして

いただきまして、ここの審議が大体、終了したということで、それに加えて上の方に戻り

まして、農林業経営体調査、こちらの調査票レイアウトの変更、それから、２の調査事項

の変更というところで、特に労働力関係を中心に審議が行われました。前回の部会後に、

それについて追加の質問を出していただいて、それについて今日はお答えをしていただく

というのが、今日の一つの大きな議論の固まりです。 

 それからその後、その他の事項についても審議していただいて、最後その他の変更とい

うことで、下の方にありますようなことになっていくということです。ということで今日

の審議、大変、審議事項が多くありますが、実は、ややつらいのは今日が第３回で、あと

もう１回しか予定を組んでおりません。そういうことで、今日は、Ⅲのところ、全体の最

後のところまで審議が終わればというふうに思っていまして、次回の審議ではおおよその

最終的な答申案の取りまとめに入っていけるぐらいの目標で進めていけたらと思っており

ます。 

 ということで大変タイトではないかと思います。特に今日の議題は、委員の皆様からい

ただいた御意見を踏まえて、農林水産省からお答えいただき、それで審議をする部分があ

りますが、ここは多分いろいろ御意見もあるのではないかと思いますので、少し時間がか

かるかもしれません。そういう中で、是非皆様、効率的に意見交換をしていただけたらと

思っております。 

 今日は12時までの会議という予定になっておりますが、もしかしたら延びるかもしれ

ません。そういう状況でもありますので、もし委員の皆様で、12時にはもう退席しなけ

ればいけない方もおられるかと思います。その場合には退席していただいても結構ですが、

是非その前にここだけは言っておきたいという点がありましたら、少し割り込んでいただ

いても結構ですから、その方に先に発言していただくようにしようと思いますので、是非

発言漏れないようにしていただけたらと思っております。 

 それから、委員の出欠について申し上げますと、今日は、清水臨時委員が御欠席という

ことです。 

 それでは、前置きが長くなりましたけれども、早速、審議に入りたいと思います。先ほ

ど申し上げましたように、１番目の議題が農林業経営体調査の調査事項の変更の中での、

特に労働力に関する調査事項ということで、審議をお願いしたいと思います。 

 これにつきましては、本日の資料１－１ですかね、今画面のこちらですね、これと資料

１－２に質問事項が出ております。これは委員の皆様、それから私自身も出した意見でい

ろいろたくさんありますけれども、短期間のうちに農林水産省において、これだけたくさ

んの質問を丁寧にお答えいただいておりますので、今日、その審議ということになります。 

 まずは、質問事項をまとめて事務局から説明していただいて、その後、もし質問事項に

ついて補足があれば出された委員からしていただいて、その上で、農林水産省からお答え

をいただくというふうに進めたいと思っております。 
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 それでは、前置きが長くなりましたが、事務局の方から、資料１－１、それから１－２、

これらについて、御説明をお願いしたいと思います。 

○森総務省政策統括官（統計制度担当）付調査官 それでは、資料１－１を御覧ください。 

 前回の部会で示された御意見や、部会終了後に提出いただいた御意見をなるべく経営体

調査票の設問順に沿って集約したものとなり、それぞれ説明いたします。 

 １は、年齢階級別に把握する設問について、若年層の階級区分を細かくできないかとい

うものです。 

 ２は、農業項目全般の要望として、これまで「農業」と表現していた部分を「農作業」

とされていることについて、変更する必要はあるかというものです。 

 ３は、経営の継続期間について尋ねる項目について「経営開始」と「経営継承」の定義

に紛れがないようにすべきというものです。 

 ４と５は、経営主の過去１年間の状況を問う設問についてですが、４は選択肢が分かり

にくいので、改善すべきというもの。５は、個人経営体と団体経営体を一つの項目にする

のは無理があるのではないかというものです。 

 次に、６は後継者確保の項目について、正確な回答を得るためにより具体的な説明が必

要ではないかというものです。 

 ７ですが、①は臨時雇いについて説明の充実が必要という御意見、②は、将来課題とし

て外国人の把握の必要性についての問題提起です。 

 続きまして、８は、経営内部の個人ごとの情報について記載を求める部分について、①

は、世帯主との続柄は残すべきという御意見、②は、農業に従事していない者も個人ごと

に情報を把握すべきではないかという御意見で、これらにより今回設けようとしている世

帯人数を聞く設問や、経営主に関する設問の一部について、新設が不要になるのではない

かという御意見です。 

 資料１－１としてはあと２つですけれども、９と10は、農業生産関連事業に関するも

のです。 

９は、関連事業の過程で、農作業が発生する場合があることから、従事人数の把握につ

いて配慮が必要というもの。10は、実人数ではなく延べ人数、つまり従事日数を聞くべ

きという御意見です。 

 以上が追加意見の資料の一つ目となりますが、これら意見を委員の皆様に事前に提供し

たところ、労働力については更に御意見をいただきましたので、資料１－２として別にま

とめております。こちらを御覧ください。 

 このような経緯もあり、資料の＜問○関係＞の問番号は、資料１－１の質問事項と対応

しております。 

 まず、問１関係です。これは調査票２ページの世帯人数の設問への質問ですが、この項

目が林業経営体にも回答を求めるという視点に立つと、説明が不十分ではないかというも

のです。 

 次に、問３関係です。経営開始・経営継承の期間を問う設問についてです。まず、１は、

原案の設問構成が分かりにくいので、設問を明確に分ける方がよいのではないかというも
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の。 

 ２は更に踏み込んで、そもそも「経営開始」、「経営継承」を分けて聞く必要があるのか

という問題意識から、結局、経営主としての期間を聞けばよいのではないかというもの。 

 そして、３ですが、仮に「経営継承」「経営開始」の別で把握するのであれば、用語の

定義を分かりやすくする必要があるというものです。 

 最後に、問７関係といたしまして、今回新設される調査票４ページの３の（１）ですけ

れども、農作業に従事した人数の合計項目について、１ではそもそもこの問いが必要なの

か、次に２は、仮にこの問いを残すにしても、回答欄右にある矢印により誤誘導を引き起

こす懸念があるという問題提起、そして３といたしまして、「経営内部」の説明について

任意団体の場合は構成員を指しますとありますが、この説明は具体性を欠いているのでは

ないかという御意見です。 

 長くなりましたけれども、事務局からは以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。先に進む前に内山統計審査官から補足の御説明

あるということでお願いします。 

○内山総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 事務局の説明の冒頭で申し上げ

るべきところだったのですが、資料１－１、１－２ですが、前回の部会では労働力関係、

それとそれ以外の事項という形で議論を分けて行っていただきました。そういったことも

あって資料１－１におきましても、労働力関係とそれ以外と分けています。資料１－２、

こちらの方につきましては、労働力関係が専らということでございますので、今の事務局

の説明においても資料１－１に関しては10番まで、それから、資料１－２に関しては全

てという形で御紹介いたしました。 

 ですので、まずは労働力関係の追加質問、御意見に関して議論していただいて、その後、

労働力関係以外の事項、資料１－１の11番以降等につきまして、議論いただくという形

で分けて議論していただければと思います。よろしくお願いします。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。それで今の委員の方々からの質問、御意見とい

うことなのですが、小松専門委員から、補足として問題意識を書いた紙もいただいており

ます。もしこの段階で小松専門委員から何かこれまでの資料等に関しまして、御説明など

に補足がありましたら、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○小松専門委員 直接のコメントをお配りいただきましたので、細かい点は、こちらを見

ていただければと思います。時間もない中ですので、要点をまとめていただいたものに沿

って御審議いただければと思います。 

○川﨑部会長 ありがとうございます。今、おっしゃった小松専門委員の詳しい御意見、

御説明等につきましては、資料１－１の５ページ以降に別紙として付いておりますので、

問題意識をよりよく理解されるためには、委員の方々にはこの辺りを御覧いただければと

思います。 

 さて、以上が質問の内容ということになりますが、それに対して、お答えの方を農林水

産省の方からお願いしたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 委員の皆様からの
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質問にお答えする前に、調査設計に関する事情について少しお話しさせていただきたいと

思います。 

 調査項目についてはたくさんあるにこしたことはなく、あれば何かしら利用する機会が

あると思います。しかし、限られた期間に限られた予算と人員で調査を終えるには、調査

項目を真に必要なものに絞り込んで調査設計する必要があります。 

 このような考えの中、農林業センサスの調査票のボリュームは、データのニーズと調査

を実施する都道府県、市区町村、調査員の労力のバランスを考慮した設計として、収れん

されているところであります。このため、新しい項目を追加する場合は、利用が低下した

項目については役割を終えたと判断して、把握を取りやめることとしております。 

 本日の審議協力者として参加いただいている千葉県の鈴木課長、静岡県の大石課長はよ

く御存じだと思いますが、調査を法定受託事務として実施していただいている都道府県の

皆様からは、毎年要望が寄せられる機会がございまして、その際の意見交換の中でも、農

林水産省の調査は専門性が高い上にボリュームも大きく、他の基幹統計に比べて、審査に

かなりの時間と労力を要するため、大変だと伺っております。 

 調査を今後も持続的に行っていく上でも、このような意見をしっかり受け止めて調査設

計を行う必要があると考えております。調査の設計に当たって、農林水産省内の研究会で

議論する際にも、研究者のほか都道府県の統計担当部署の方や実際に調査票を記入する経

営体の方にも参加いただき、御意見を伺い判断しているところであり、このような事情の

下の回答であるということを御理解いただきたいと思います。 

 それでは、お答えさせていただきます。まず、労働力関係の１問目です。２ページ、６

ページ、16ページの年齢階層別のところ、年齢階級別の20歳から29歳、30歳から39歳を

５歳刻みにできないかについてでございます。 

 この項目につきましては、基幹的農業従事者の表章と同じ年齢区分で比較できることに

なりますので、御指摘を踏まえて、この資料の図のとおり20歳から39歳についても、５

歳刻みの区分に改めたいと思います。 

 次に、２問目です。農業と農作業という言葉の使い分けについてでございます。2020

年の調査票の４ページを御覧ください。ここでは、農業と農業生産関連事業の回答が同じ

ページにありましたので、「農業」と「農業生産関連事業」という用語でも両者が別々で

あることが明らかでした。 

 今回の調査票では、４ページに農業、12ページに農業生産関連事業と別ページに分か

れてしまいましたので、農業には農業生産関連事業は含まれないことを明確化するために、

農業を農作業と表記することとしております。なお、単に農作業と表記しますと、経理事

務などの管理労働が含まれないのかという誤解が生じてしまいますので、括弧書きで、農

作業には管理労働が含まれることを明記しております。 

 次に、３番目、「経営開始」と「経営継承」の説明について、誤って記入されないよう

に、経営開始、新規参入や独立による創業によることを明記してはどうか、ということで

ございます。この部分については、御指摘を踏まえまして、注釈に以下のとおり記載した

いと考えております。この部分については、資料２－２の関連項目で、２ページ、３ペー
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ジ、４ページを御覧ください。 

１番のところでも、資料２－２に関連項目がございました。管理項目の年齢階級別の

ところですが、資料２－２の１ページを御覧ください。 

 同じ質問で、農業または林業に従事していない人も含む説明が必要ではないかという意

見でございます。この点については御指摘を踏まえて、設問文に農業または林業に従事し

ていない人も含みますと明記したいと思います。 

 その下の２番目、自営農業に着目した設問なので、林業経営体が記入不要と誤解するの

ではという御懸念についてです。この点についても御指摘を踏まえまして、注釈を設けて

明記したいと考えております。林業による所得が多い方は、農業以外の所得が多いに記入

してくださいというふうにしております。 

 次に、資料２－２の２ページ、３ページ、４ページです。まず、調査票３ページの右上

で、２では２つのことを一度に聞いているため分かりにくくなっているのではないかとい

う御指摘についてでございます。この部分につきましては、御指摘を踏まえまして、設問

が２つあることを明記し、選択肢も以下のとおり修正したいと考えております。当該経営

は「自ら経営した」と「経営を引き継いだ」のどちらですかと。また開始または引き継い

で経営主となってからの年数は何年ですかと、それぞれ該当するもの１つに記入してくだ

さいとしております。 

 内容についても、「経営継承」と記入していたところを「自ら開始した」、「経営開始か

ら」と記していたところを「経営を引き継いだ」と改めております。 

 次に、資料２－２の３ページで、１と同じ部分について別の視点からの御質問です。

「経営開始」、「経営継承」を分けて聞くことでかえって報告者に迷いが生じるのではない

かと。この経営体の経営主となってからの期間を答えてくださいと聞けばよいのではない

かという御指摘についてでございます。 

 農林業経営体については、個人、団体を問わずそこで働く「人」の動向と併せて、経営

部門や経営規模の変化を伴いながらどのように発展しているかを把握することが重要であ

ります。農業において、経営主の考え方で経営内容が大きく変わることも多いことから、

例えば、親子間の経営体の継承であっても、経営主の交代について把握することは重要な

意味を持っております。この考えに基づきまして、2020年調査においても、経営継承の

設問を設けたところであります。 

 今回の調査票では、新規開始、継承それぞれの形でどのような方が経営主となって、ど

の程度の年数を経てどのように経営が変化していくかということが、構造分析ができるよ

うな設問を設けております。 

 続きまして、同じ資料の４ページ目、更に同じ部分の設問についてです。「経営継承」

「経営開始」の別で把握するのであれば、用語の意味するところを報告者にも分かりやす

く伝えることが必要ではないかという御意見についてです。 

 御指摘を踏まえて、１のところでもお答えしましたが、「経営開始」については「自ら

開始した」、「経営継承」については「経営を引き継いだ」にそれぞれ変更するとともに、

注釈に「自ら開始した」に該当する場合について、分かりやすく明記しております。 
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 これらの変更によって、経営の開始と継承について正しく理解いただけると考えていま

すが、例示されたケースについては、以下のとおりとなっております。 

それでは、元の資料２－１に戻りまして、３ページ目でございます。４番目の質問で

す。３ページ目、４の過去１年間の主な状況について記入しにくく、誤解が生まれやすい

のではという意見でございます。この部分につきましては御指摘を踏まえまして、個人経

営体の方が記入する欄と個人経営体以外の方が記入する欄を分けて、誤記入のおそれがな

いように整理いたしました。下の図を御覧いただければと思います。 

 次に、４ページ目でございます。５番目、これも３ページの４の部分です。４番でお答

えしたとおり、個人経営体と団体経営体を分けます。４ページ以降は、設問を農業経営体

向けと林業経営体向けに分けておりますので、いずれも経営主の状況によって記入する項

目がないことから、農林業兼業も含めた全ての経営体の設問として【２】の４が必要とな

っています。 

 次に、６番目の質問でございます。調査票３ページ下の５です。雇用労働力が経営内部

か外部かの誤記を避けるため、注記が必要ではないかという御指摘でございます。この部

分については御指摘を踏まえて、以下の通り調査票に注釈を追加しております。 

 前回の記入の仕方の記述のイメージがしづらいとのこともございましたので、文を改め

ております。真ん中の部分、「親族以外の経営内部の人材」とは、親族以外で当該経営の

役員・構成員及び雇用者をいいますと記しております。 

 次に、７番目でございます。調査票４ページ目の１です。常雇いの部分について農業研

修生、手間替え、ゆいの追記することについてと、外国人労働者の把握についての御意見

でございます。まず、臨時雇いへの追記につきましては、手間替え、ゆいは手伝いに含ま

れますので、以下のとおり、研修生を選択肢の例示に記載することにします。林業につい

ても同様に改めます。 

 ２つ目の外国人について、2030年以降の調査において、把握の必要性とニーズを踏ま

えて検討したいと考えております。これについては資料２－２に関連の質問がございます。

資料２－２の５ページ、６ページを説明いたします。農業に従事した人の情報は、２から

４の情報と重複しているのでは、負担ではないかという御指摘についてであります。 

 【３】の１の設問は、記入者の誤記や回答漏れ、同一人物の重複計上を防止する観点か

ら、初めに全体の労働力を俯瞰して属性ごとに合計人数を記入していただきまして、次に、

それぞれの属性ごとに詳細を記入していただくように設計しております。 

 これによって記入者の誤認や回答漏れの防止に加えまして、調査員や市区町村、都道府

県といった調査実施者における審査も容易となり、審査事務の負担軽減にもつながると考

えております。 

 続きましてその下、更に設問を残すとしても、回答欄の右にある矢印により誤誘導を引

き起こす懸念があるのではという御指摘についてでございます。この部分については、御

指摘を踏まえまして、記入漏れを防ぎ、本項目と関連する項目を明示するため、以下のと

おり修正いたしました。矢印も交差させずに、明瞭にいたしました。 

 次の６ページ、更に「経営内部」の説明について、任意団体の「構成員」の説明が具体
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性を欠いているのではないかとの御指摘についてです。まず、「任意団体の構成員」とは、

農業集落組織や協業経営体における構成員のことを言います。それぞれの組織において構

成員として位置付けられている方が該当いたします。 

 例えば、参加世帯の代表者のみが構成員として参加されている場合や、参加世帯の世帯

員で組織の農作業に参加している人は全員構成員として位置付けられている場合がござい

ます。調査票を回答していただく集落営農組織の代表の方は、自らの組織で誰を構成員と

して位置付けているかということは十分承知されていると思いますので、この問いには回

答をいただけるものと考えております。 

 再び資料２－１に戻りまして６ページでございます。調査票４ページ、２の世帯員と続

柄については残すべきではないかということと、農業に従事していない者も個人ごとに情

報を把握すべきではないかということについてです。 

 まず、農業に従事していない者について、個人ごとの記入を取りやめることについてお

話しします。農林業センサスは、2005年に、それまでの農家、林家という世帯概念に着

目した調査から、経営に着目した調査に改めました。その中で農林業経営体が営む農林業

の経営に関する項目を把握することとしたところであります。 

 ただし、それまで世帯概念で調査していたデータとの連続性を考慮いたしまして、

2015年調査までは、農家分類での集計も行うとともに、2020年まで15歳以上の全ての世

帯員について、個人ごとに把握してきたところであります。 

 しかしながら、2005年調査から2020年調査まで４回の調査でデータの連続性が確保さ

れたと考えられることや、記入者・調査実施者の負担軽減を図る必要があることから、今

回の調査では、農林業経営体調査の本旨に沿って、農業に従事した人のみ把握することと

しております。 

 また、本設問の目的は経営内部の労働力の詳細で、年代や性別と農作業の従事状況をク

ロスさせて把握することが主眼でございますので、記入者・調査実施者の負担も踏まえま

して、続柄の項目は設けないということにしております。 

 なお、今回の調査では関連する項目といたしまして、【２】で、後継者に係る項目を充

実し、農業経営の継承の見通しについて、把握することとしております。 

 続きまして、９番目です。12ページの下の３、農業生産関連事業の従事者の把握につ

いて、誤った記入がされるのではないかという御懸念についてでございます。 

 本設問は、「農業生産関連事業に従事した人」を「農業生産関連事業のみに従事した人」

と、「農作業にも従事した人」に切り分けて把握するためのものです。記入者の誤解を招

かないように、これまで、「うち、農作業には従事しなかった人」を把握することとして

いましたが、ここを逆にして、「うち、農作業にも従事した人」に改め、集計の際に差引

きにより「農業生産関連事業のみに従事した人」を算出することにしたいと思います。 

 また、御指摘のように、観光農園における農業生産関連事業と自ら行う農業生産に係る

農作業が混同されることがないよう、調査対象者へ別途配布いたします記入の仕方に説明

を補足したいと考えております。 

 最後、10問目です。同じく12ページ下の３についてです。まず、①農業生産関連事業
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の延べ人数を優先して把握すべきという御意見と、②「農作業には従事しなかった」には

管理労働を含むのか含まないのかが不明確との指摘についてでございます。まず、①につ

いては延べ人数、これは従事日数の合計ですが、この把握のためには個人ごとの従事日数

の記録が必要でありまして、記入者の負担が大きいことから、農業生産関連事業について

は、基本的な労働力指標である人数を合計で把握することとしております。 

 ②につきましては、農作業及び農業生産関連事業には、管理労働も含みますので、下の

図のとおり、その旨を括弧書きで明記することといたします。 

 また、農業に従事した人を【３】で把握しますので、本設問で「農業生産関連事業に従

事した人」及び「そのうち農作業にも従事した人」を把握すれば、「農作業のみに従事し

た人」、「農業生産関連事業のみに従事した人」及び「両方に従事した人」を切り分けて把

握できると考えております。2020年調査でも、同様の設問構成で経営内部の労働力を切

り分けて把握できておりますので、大丈夫かなというふうに思います。 

 以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。たくさんの質問でしたけれど、一つ一つ丁寧に

答えていただきました。 

 それでは、今の御説明がありました労働力関連の事項についての御質問、御意見などを

お願いしたいと思います。項目によっては、議論の中身の重い軽いがあろうかと思います

ので、先にざっと項目を眺めて確認させていただきたいと思います。その上で重たそうな

項目を取り上げさせていただきたいと思います。今、宇南山臨時委員のお手が挙がってい

るのは拝見しました。少し恐縮ですが、もうしばらくお待ちいただいて、こうさせていた

だけたらと思います。 

 まず、設問を調査票の順番で御覧いただいて、確認させていただけたらと思います。恐

縮ですが、画面に調査票を表示していただけますでしょうか。一番上の方まで戻っていた

だいて、これまで御質問あったことについてお答えをいただいたので、そのまま御質問に

対して了解しましたとお答えいただいているのがほとんどだったと思いますが、少し念の

ため見ていただきまして、その更に下までいっていただきまして、ここのところで２ペー

ジ目の２のところですかね。２のところで（１）、（２）のところの変更について御意見が

ありましたけれども、この御意見は、農林水産省としてその考えを受け入れますという御

返事だったかと思います。 

 それから、その次のページにも幾つか御意見がありましたが、例えば２の経営主の右側

のところもこういうふうになっているのが原案でしたけれども、これは先ほどの御説明で

は、２つに分けて右のところの145のところを変えていくということですかね。そして説

明も少し追加していくというお話だったかと思います。 

 そのようなことを順番にお答えをいただいておりますが、まずここまでのところで、こ

の前のページとこのページにつきまして、特に御意見ありますでしょうか。よろしいです

か。 

 では、宇南山臨時委員からお願いします。 

○宇南山臨時委員 すみません、私、前回と同様に続柄のところなのですが、今の範囲で
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いうところの世帯人員、特に詳細化するというのがいいだろうという話になっているので、

少しここのところの関連なのですが、あとの方がよろしいでしょうか。 

○川﨑部会長 今の話題は多分私の感覚では８番目に近いかなと思うのです。資料２－１

の８番目の辺りが続柄の問題、資料２－１の６ページ目になりますかね、この問いに関連

するのが今の宇南山臨時委員の御意見かと思います。ここで少しじっくり議論していただ

いてよろしいですか。 

○宇南山臨時委員 後ほどにします。 

○川﨑部会長 そういうことでよろしくお願いいたします。すみません、それ以前のとこ

ろで、調査票で言えば２ページ目、３ページ目のところについていろいろ変更などの御意

見をいただいて対応するということで、農林水産省からいただいております。そういうこ

とで特段問題ありますでしょうか、何か御意見ありますでしょうか。 

 では、小松専門委員お願いします。 

○小松専門委員 質問と回答の２番目で、用語、農業か農作業かというのがここで初めて

出てくるので一言だけあるのですけれど、農業生産関連事業とそれ以外を明確に分ける意

図の方を優先し、用語の継続性よりも農業生産関連事業ときちんと明確に区分したいとい

うことは分かりました。 

 その上でなのですけれど、やはり農作業は農作業と回答者も受け取ると思うのです。農

作業に管理労働を含むということに、社会通念上も違和感ありまして、調査票の欄とかも

限られているので農作業及び管理労働にはならないのかなと思いました。もしくはもっと

正確に言うなら、農作業及び経営管理労働だと思うので少し御検討いただきたい。という

のも農作業自体に、農家の人としては農作業に含まれる管理という言葉は、機械作業と管

理作業とあって、農作業に管理が含まれるというと、経営管理労働というのは直感的には

結びつかないのです。含むというのがやはりどうしても違和感があって、農作業という言

葉で統一するなら、及び管理労働等というのもあり得るのではないかなと思いました。 

 以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございます。もう一方、小西臨時委員からも手が挙がっていま

す。お願いします。 

○小西臨時委員 私も小松専門委員と同じ点についてコメントします。前回から議論にな

った農業と農作業という言葉が出てきますが、農作業に対して括弧書きで管理労働を含む

と言われると、混乱するのではないかなと思います。ですので、今、小松専門委員がおっ

しゃったように農作業及び管理労働が良いと思います。もう一つ、大きく区別しなければ

いけないのは、農作業が農業生産関連事業とは違うということが、この最初の冒頭の部分

できちんと回答者の方に伝わっていることが重要だと思います。 

 ですので、農作業という言葉しか出てこないから説明がなくて良いということではなく、

今までは農業という言葉を使って、それが農作業に変わったということが伝わることが必

要です。従来は農業には農作業と管理労働を含む（農業＝農作業＋管理労働）と定義して

いたが、これからは農業を農作業に置き換え、農作業に労務管理を含むということにする

というのが伝わる必要があります。そして、同時に、農作業に管理労働を含むことが妥当
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かを議論する必要があります。私は、農業という業に対して農作業と労務管理は対等なの

で、及びにするのが良いと思います。その上で、これから使う農作業という言葉には農業

生産関連事業の生産、エネルギー生産等、他の産物は入らないということがきちんと伝わ

る形にする必要があります。 

 ８ページの御説明のところを聞いていますと、説明された方も、農作業と書かれている

のを二、三回、農業と読まれました。揚げ足取っているとかそういうことではなくて、や

はりそれぐらい農業と農作業という言葉をよく御存じの方でも混ぜてしまうわけです。調

査は毎日、毎月やるわけではないので、５年ぶりに調査票を見た方が戸惑わないように、

きちんと何を答えてもらいたいのかが分かるような注書きなり書きぶりにしていただける

といいかなと思います。 

 以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。私も今のお二方の御発言を聞きながら、確かに

農作業の中に管理業務が含まれるというのは、日本語として少し違和感があるなという気

もしました。 

 それともう１点、私からもこの関連で念のための確認ですが、農業生産関連事業のため

に農作業が発生することがあると、たしか前回の部会でも御発言があったと思いますが、

その農作業も、「農業生産関連事業」としてではなく、「農作業」としてカウントするとい

うことなのですよね、恐らく。ということで今の御意見を踏まえまして、農林水産省から

何かコメントはありますでしょうか。農作業及び管理業務ですか、こういう表現の方が誤

解が少ないのではないか、そうした方がいいのではないか、正確に回答者に概念が伝わる

ようにということなのですが、いかがでしょうか。もしこの場で決断が難しいようでした

ら、また、次回答えるということでも構わないかと思いますが。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 おっしゃること、

ごもっともだと思います。ただ、調査全体の関連をもう１回チェックしないと分からない

ので、少し検討したいと思います。 

○川﨑部会長 よろしくお願いします。確かにここだけ直したらどこかにはねることもあ

り得ますので、その辺り少し確認をしていただいて、是非よろしくお願いいたします。そ

れでは、今のところ、どうぞ、内山統計審査官、お願いします。 

○内山総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 すみません、内山です。今お二

方から御意見をいただきました。調査票４ページの【３】のタイトルで「農業の労働力」

と書いていて、「１」で「農作業に従事した人数」と別の用語が使われていることを考え

ると、委員からの御意見を踏まえた一つの案としては、「農作業」を「農業」に戻す、要

は前回ベースですよね。農業に戻した上で、括弧で管理労働を含むと、その中で※印か何

かで、ここには農業生産関連事業は含みませんというような形で対応するというのも、一

つの案なのかなと思いましたので、また、検討の参考にしていただければ幸いでございま

す。ありがとうございます。 

○川﨑部会長 ありがとうございます。確かに今お二方の委員からの御提案はかなり有力

な案だと思いますが、それ以外にもあるかもしれませんので、それも含めて少し御検討い
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ただくということでお願いできたらと思います。 

 それでは次のところに進みますが、今の調査票で言えば２ページ目、３ページ目、経営

体の概要と経営主のところが大体カバーされつつあります。ただし、世帯員続柄の問題は

脇に置いて、２ページ目、３ページ目のところの質疑に関してはよろしいでしょうか。 

 特にないようでしたら先に進ませていただきまして、今度は調査票４ページ目の農業の

労働力の経営主を除くというところで、いろいろ世帯員全員といいますか、労働力全員に

ついて聞いていくところがあります。資料２－１の６ページ目に少し順序が戻りますけれ

ども、調査票としては設問の【３】の２で、４ページ目でこのような一覧性のある形で把

握することと、【１】の２での設問で年齢別に把握することとよく似ているようなところ

もありますので、少しそういう観点からこれだけ脇に抜けさせていただいたという事情が

あります。ということでお待たせいたしました、宇南山臨時委員から、御発言をお願いで

きたらと思います。よろしくお願いします。 

○宇南山臨時委員 ありがとうございます。宇南山です。 

 前回【３】の２の部分に続柄を付けて、及び農作業に従事した日数というのに「従事し

ていない」というのを加えて、結果的に最初の２ページにある、世帯員の人数というのを

記載しないで済ませた方が、結果的に記入負担が少なくかつ情報が多いのではないかとい

う、私からの質問でありました。 

 今回続柄は経営体をベースにしているということと、あまり利用のニーズもないという

のは元々の、負担軽減を図るという必要があるということで増やさないという御回答だと

いうふうに理解しています。 

 私、今、少し考えてみたのですが、まず、第１に最初に確認しておきたいのは、ここの

ところで農業に従事していない人も一度にまとめて聞いてしまうと。しかもそれを続柄も

含めて聞いてしまうということが、本当に調査負担の増加なのかという点であります。ス

ペース的には恐らくここに続柄が符号で言って２列と、従事してないの１列を足すとする

と、３列増やすことになるわけですけれども、世帯員の人数、今回は小松専門委員の御指

摘を踏まえた上で20代、30代も５歳刻みにするということになりますと、通常の農家で

あれば、ほとんど各年齢に該当する人数が１人か２人かというような状態になろうかと思

いますので、ここで個別の人間で答える方が本当に負担が重いのかという点は、まず、確

認したいと思います。 

 もしも負担が軽減になってないとするならば、なぜそういう変更するのかをもう少し御

説明いただきたいと。 

 もう一つ、この農林業センサスは経営体に関する調査であって、農家の調査ではないと

いう御指摘でありますが、これについては現実に質問事項、４ページ、５ページで、経営

内部の労働力の詳細というのが個人経営と個人経営以外に分かれていて、個人経営以外の

場合には、過去１年の主な状況というのが詳細に聞かれていて、これは取りも直さず、や

はり農家世帯の単位で労働力が供給される傾向が強いということを意識した質問事項だと

思いますので、現状でも、やはり個人経営というのは農業の非常に重要なパートを占めて

いますので、こういうふうに分けるのは合理的だと思いますし、その意味では農家として
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の調査というのは依然として薄れてないと思いますので、ここのところをやはり農家の調

査としての性質は維持してもいいのではないかなと。 

 最後もう１点、私から指摘したいのは、前回、2020年の調査において、同様に続柄の

項目を削除しようというのが原案で統計委員会に出されていまして、第82回の産業統計

部会の資料を見ますと、農林水産省からの回答として、個人経営体の割合が９割以上を占

めている中、地域の農業については、途中飛ばしますが、個人経営体が担っている状況も

あるということと、個人経営体における農業に従事している者の既婚率や、２世代家族経

営や３世代家族経営といった経営構成の分析をすることが有用だということを指摘した上

で、続柄の把握を続けますと回答されています。 

 この状況に大きな変化がないとすると、なぜ今回削除になるのかというのが質問になり

まして、更に農林業センサスの研究会の議事録、2025年の調査の農林業センサスの研究

会の議事録を拝見いたしましたところ、必ずしもその続柄を削除するということについて、

私の見落としかもしれませんが、大きな議論があったようにも見受けられないのですが、

どのような判断で、2020年からこの重要性が変わったと判断されたのか教えていただけ

ればと思います。 

 長くなりましたが、以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。この続柄を把握するかどうかという単純な質問

に見えますけれども、実は、これは最終的な調査の本質といいますか、世帯としての調査

と、経営体としての調査、これは両面がこのセンサスにあるということで、その世帯とし

ての調査というのをこれだけ簡略化していいかというのが恐らく根本的な質問だろうと思

いますし、私自身もその点は本当に、この資料２－１の６ページの回答８のところにある

１番目のところです。ここは実は読んだ瞬間に私自身も少し違和感を持ったところではあ

ります。 

 現実にどうかということで、私なりに調べたみたのですが、個人経営体は、農業経営体

の中で96％を占めていますし、経営耕地面積ってどれぐらいか少し調べてみたら77％、

団体経営は23％ですが、経営耕地面積についても圧倒的に多くを占めているわけです。

決して侮れない、軽視できない規模だと思いますので、そういう意味でも世帯としての捉

え方を軽くして大丈夫かという御懸念は私もある程度共有しているところです。 

 ということで、そういうことを考えながら回答負担、あるいは審査の負担、そういうこ

とも含めて考えて、このような問いかけで現在の２ページ目のような、世帯の状況のよう

なところを単に５歳階級で人数だけ聞くということでいいだろうかと。むしろ続柄など、

個別に聞いた方がかえって記入もしやすいし、審査をしやすいのではないかと、そういう

ような趣旨の御質問かと思うのですが、いずれも御質問、３つのポイントになっていたか

と思いますので、その辺りを念頭に置いて、お答えいただけたらと思いますが、もうお一

方、小松専門委員からもお手が挙がっていますので、御発言をお願いしたいと思います。

それを受けて多分関連する御質問だろうと思いますので、その御発言を受けて、農林水産

省からお答えいただけたらと思います。では、小松専門委員お願いします。 

○小松専門委員 １つ目は、先ほどの宇南山臨時委員の御発言を補強する形で言っておき
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たいことがありまして、世帯に関する調査を今回中止するということで、どこでどのよう

な判断でその重要性が薄れたというか、中止しても構わないということになったのかとい

うことの質問があったので、それに御回答いただければと思うのです。というのも、過去

の統計審議会の答申を見ていても、そもそも2005年の経営体調査、用語が変わったとき

においても、センサス自体は経営に関する産業統計と世帯統計と地域統計、この３本柱で

続ける中で、それの使い勝手や分かりやすさが向上するというような位置付けでまとめら

れていまして、そもそも2005年のときにその世帯統計としての位置付けはいずれ連続性

が担保されたら停止してもいいというような話にもなってなかったと思うのです。 

 2020年もそれを引き継いで、引き続き重要だということになっているので、回答にあ

るようなスタンス、経営調査になったので、連続性が担保されたらそこまでで終わるとい

うような合意だとか審査結果が得られた過去の記録があるようにもこちらの利活用側は認

識していなかったので、それが何か転換するようなことがあったら、教えていただきたい

なということで、これは全く同じ意図の質問です。 

 そもそもこの点について、農林水産省のスタンスがもし世帯人の調査も必要なのだけれ

ども、負担軽減や調査労力的な意味で継続が難しいということなのであれば、重要性はあ

るけれども、難しいということであれば国勢調査とのリンケージを最大限検討した上で、

そちらの方とうまくリンクするのでセンサスの方からは除くとかという議論があるなら、

また、受け止めが変わってくるかと思うのですけれど、今回もそういうことの検証もなく

やめるということになっていまして、その必然性はないのか、やめるに当たってほかの代

替手段の検討もなされないまま中止になるということで本当にいいのかということが気に

なっています。 

 というのも、短く１点だけ言いますと、農業政策上の基本計画でも、専業的な経営モデ

ルを作った上で、多様なライフスタイルの取組事例を付して、農林水産省の支援の対象に

していますし、そちらの方では農家という用語を意識的に使っていて、世帯をベースにし

た農業、必ずしも専業ではないような対象も政策支援の対象として考えられているので、

やはり世帯農家としての実態が分からないと、こういう多様なライフスタイルに応じた経

営展開の支援というのは難しくなるので、政策的にもこのセンサスで世帯単位の動向が動

態として分かることが、動態として分かる手段を残しておくことが非常に重要かなと思い

ました。 

 年代とのクロスで確かに量的には分かるのですけれども、ライフスタイルやライフサイ

クルに応じて、ライフ・ワーク・バランスを変えられる子育てや結婚などに応じて農作業

の従事日数を変更している。そういうような展開が農業の特徴としてあってとかというよ

うな分析をするなら、やはりパネルデータで動態として正確に把握できるとかなり特徴が

捉えられるので、研究者側もそういう踏み込んだ研究を専門としている方も複数おられま

すので、やはり年齢とのクロス以上の把握する手段を失うというのは政策的にも失うもの

が大きいのではないかなと思います。 

 以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。いろいろ御意見をいただきました。 
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 農林水産省の方からお答えいただこうと思いますが、少しもう一度論点を整理しますと、

宇南山臨時委員から３つの点について御意見が出て、更にそれに対して、小松専門委員か

らもう一つ追加、補強的な御意見が出たと思います。 

 一つは、まずは労働に従事していない人まで聞くということは、本当に調査負担の増加

あるいは回答負担の増加なのかということです。これは宇南山臨時委員が前回提案された

ようなやり方だったら、そうならないのではないかというのが前提にあるかと思います。

これが調査負担の増加があるからできないというのは本当にそうかというのが１点です。 

 それから２点目が、その世帯の調査としての役割というものはそれほど重要ではないと

いうことについては、それは本当にそうなのかというのが御質問のポイントで、更に、そ

のために続柄を削除する、そういう情報を落としていくことについてどういう議論がなさ

れたのかというのが御質問だったかと思います。これが３点目です。 

 それからそれに関連して、特に今の小松専門委員の御発言はそれにほぼ同調されている

と思いますけれども、仮に削るのだとしたら代替手段はないのかということもおっしゃっ

ておられるわけです。相変わらずその世帯の情報が重要だという前提でおっしゃっている

と思うのですが、そういうことで大きく分ければ宇南山臨時委員の３点と小松専門委員の

１点ということかなと私なりには整理いたしました。 

 ということで、少々難しい問いかとは思いますが、農林水産省からお答えいただけたら

と思います。よろしくお願いします。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 お答えします。 

 まず、冒頭お話ししましたけれど、そのデータのニーズと労力のバランスで、調査の項

目を設定しているということをお話ししましたけれど、それを少し御理解いただいた上で、

まず１つ目の、これが本当に調査の負担減になるのかという点についてです。 

 前回の説明で、４分の１の記入が減少するとお答えしましたが、経営体１件にすれば１

人とか２人とかだと思うのですが、実際に調査員、市区町村、都道府県が審査する場合も

全体の４分の１に対して負担が軽減されると考えております。特に毎回センサスが終了し

た後、次回の改善に向けて都道府県から問題点等を聞く機会を設けているのですが、その

中でも、世帯員欄については記入漏れの際の問合せに苦慮したと聞いております。 

 特に続柄についてはプライバシーに関する要素が強く、例としては、年齢が離れている

ので子供かなと思って聞いたら、年の離れた配偶者であったりとか、あと、未婚のまま家

にずっといらっしゃる方がいる場合とか、離婚して戻られている方がいる場合など、なか

なか聞きづらいというふうな声があったと記憶しております。 

 そういったところから持続可能な調査として行っていくためには、やむを得ない判断か

なということで考えております。 

 次に、世帯の情報については、2005年調査から経営体概念を導入して、次の2025年で

20年になるわけですが、この間、世帯概念のデータも先ほど説明しましたように集計は

してきました。世帯員を把握する設問から作成される統計表としては、家族経営構成別の

経営体数のほかに、世帯の状況に関する統計を作成しているのですが、今回、世帯員を落

とすことによって、このうち過去１年間の生活の主な状態別世帯員と、配偶者がいる経営
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主というこの２種類の統計表が作成できなくなりますが、農業に従事した世帯員に関する

統計表13種類は2025年以降も集計いたします。 

 それと分析については、現在では、農業白書においても経営体データを利用した分析の

みとなっております。また、政策の制度設計におきましても経営体を使っているところで

あります。調査票情報の２次利用の申請についても確認いたしましたが、研究者、自治体

ともに経営体の分析を行うとの申請がほとんどでした。 

 このようなことから世帯概念のデータの活用は経営体概念のデータへとシフトしており、

世帯概念データの集計分析も低下していると考えております。 

○東農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室課長補佐（農林業センサ

ス統計第１班担当） 研究会での議論ですけれども、研究会では特段この世帯、続柄の事

項に関しては、議事録を見ていただいたように特段の議論はなかったということでござい

ます。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 研究会においても、

続柄は調査、把握しないということで持ち出しましたが、特に議論はなかったということ

です。 

○川﨑部会長 農林水産省としては、異論はなかったという受け止め方だということなの

ですね。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 そのとおりです。 

○川﨑部会長 あとは、小松専門委員のこのようなものを仮に削るにしても、何らかの代

替策はないのかということもおっしゃっていたと思います。その辺は何かありますか、今

の、お話の関連で。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 すみません、現時

点では検討はしておりません。 

○川﨑部会長 分かりました。というようなお答えですが、いかがでしょうか。なかなか

難しい状況であるということのようですが。調査の実施者という立場ですとやはりデータ

のニーズとそれから調査の実施上の制約、また、回答者の回答しやすさ、しにくさ、そう

いったことも様々な制約のバランスの中から判断していくということが必要なのだという

のは、今の御説明から分かったところではありますけれども、しかしながら本当に農家世

帯の情報がかなり大きく減っていくということで大丈夫だろうかというのが、今の特にお

二方の委員、また、私自身も持っているところでありますが、いかがでしょうか。宇南山

臨時委員、あるいは小松専門委員、どちらからでも結構です。何か御意見ありましたらお

願いしたいと思います。 

○宇南山臨時委員 宇南山です。調査負担は大きいのだと言われると、いや、絶対に小さ

いと言えるわけではないのは事実なのですが、１点、プライバシーに立ち入る質問になっ

てしまうというのはよく分かりますし、それに対する忌避感が強いというのも事実なのだ

ろうと思いますが、やはりここは基幹統計として、国として整備しなければいけない情報

であるとすれば、そこが均一的に難しいということであればそうなのですけれども、これ

まで現に調査ができていて、一定の妥当性を持つ結果が出ていたように見受けると、本当



 -17- 

に不可能なのだろうかというのは、若干疑問があります。 

 あと、その実際の分析の中身はともかくとして、その研究会で取りあえずは削除する案

で出しましたけれども、異論がなかったというところなのですが、少なくとも議事録を検

索した限り、続柄という言葉自体出てきていなくて、それで異論が出なかったというのは

本当なのですかと。もう少し幅広く意見を、少なくとも私のところには、研究者の仲間う

ちの中では非常に困るという声はありますので、本当に十分な声が聞かれているのかどう

かというのはもう一度考えていただければと思います。 

 以上です。 

○川﨑部会長 小松専門委員はいかがでしょうか。 

○小松専門委員 すみません、国勢調査等のところの議論のとき、音声が途絶えておりま

して、座長のお話ししか聞こえなかったのですけれど、これは回答があったのですかね。 

○川﨑部会長 国勢調査とのリンケージなど、ほかのこれを削ることに伴っての代替策は

あるのかということについてのお答えは、たしか特に想定していませんというお答えだっ

たと思います。 

○小松専門委員 それはかなりその調査の性質が違うので難しい、検討した、確認したけ

れども、小手先のことではつながらないということが分かっているということなのか、検

討もしていないということなのか、少し確認したいのです。 

○川﨑部会長 検討をされましたか、どうでしょうか。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 特に検討はしてお

りませんが、国勢調査の世帯員と経営体調査の世帯員をそもそもつなげるということはす

ごく難しいのではないかなと考えております。コードが同じわけでもないですし、何を基

につないだらいいかというのが今思いつきません。 

○川﨑部会長 ２つの異なる調査のマッチングは、頭の中ではできるかなという気もする

のでしょうが、恐らく実務的にはかなりの手間はかかるということなのだろうなと思いま

すが、やってやれないことはないのではないでしょうか。100％マッチは恐らくないでし

ょうし、調査の時点も２月と10月で違うので、その辺りのギャップもあるかもしれませ

ん。ですから、今の小松専門委員のお話を受ければそのマッチングという方法ももちろん

一つの選択肢ですけれど、それ以外の方法での何らかの欠けた情報をどう補うかという観

点なのかなと私はお話を伺ったわけなのですが、そういう観点から何か小松専門委員の方

から更にありますでしょうか、御質問、御意見は。 

○小松専門委員 今の流れだとそもそもマッチングを検討してまで、その続柄だとか世帯

の動向を動態的に捉える必然性がないという、そういう農林水産省側の認識だということ

なのですよね。技術的に難しいかどうかも、詳しく具体的に検証する必然性がないという

判断なのですかね。 

○川﨑部会長 いかがでしょうか。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 年齢別の人数が分

かるのであれば、それで十分かなというふうに考えております。 

○小松専門委員 そういう認識であることは分かりました。 
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○宇南山臨時委員 すみません、宇南山です。世帯調査としての役割はもう不要であると

いう意思決定はどこでされたと認識すればよろしいのでしょうか。 

○川﨑部会長 少しお答えいただく前に、内山統計審査官からコメントがあるそうです。 

○内山総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 御議論ありがとうございます。

「続柄」と「農作業に従事しない者」の把握について時間を使っていただいているところ

で、本日、このやり取りを更に続けても結論が見いだせないように思われます。ですので、

この部分に関しては、一度農林水産省に引き取っていただいて、再検討してちゃんとお答

えをしていただく必要があろうかと思っています。ほかにも審議事項がありますので、部

会長の御判断でいったん一区切り付けていただいて、ほかの審議事項に移っていただくの

がよいのではないかと思うのですが、その前に２点申し上げます。 

 ここで問題になっているのは、従事しなかった人についての情報を取るかどうか、これ

が一つ。それからもう一つは、世帯員における世帯主との続柄を取るかどうか、復活する

かどうかこの２つだと思います。まず１つ目の従事しなかった人、従事日数０日というこ

とですが、これを復活するかどうかということなのですが、農林水産省の説明としては、

実際に農作業に従事した人について情報を把握するということがセンサスの主目的である

ならば、現に、農作業には関与していない人、これらの方々の情報に関しては優先度が相

対的に下がる、加えて、その方々が全体の４分の１で、何十万にも上るというかなりの数

を占める、優先度の低い調査事項に関して報告負担をお願いして、また、審査負担をかけ

て引き続き取る必要があるのかという判断から、従事しなかった方々については今回把握

を取りやめるというのが農林水産省の主張だと私は理解しています。 

 調査票の２ページの下のところで世帯員の人数というところも絡んでくるのですが、こ

の項目は、農業経営体だけではなくて、林業経営体に関しても把握する項目になるので、

農業だけ決着を付けても、この項目がなくなるかというとそうではないので、直ちにこの

項目の要る、要らないというのは判断できないかなと思います。 

 それからもう一つ、続柄というところなのですけれども、農林水産省の主張としては、

調査実施過程における難しさというのでしょうか、プライバシーに関わることということ

になりますけれども、一方で、様々な分析、これからどういった方々が農家を継いでいく

のかということを踏まえると、続柄という情報は引き続き必要なのではないかというのは、

以前から出ている議論かと思います。 

 そういうことを考えると、従事しなかった方の情報は取らないのだけれども、従事した

方々に限って続柄を取るというような選択肢もあろうかと思います。幾つかの選択肢があ

ろうかと思いますけれども、一度、部会長に整理をしていただいて、次回改めて農林水産

省から回答してもらい議論、ということでいかがかと思う次第であります。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。今のような整理を頭に置いて、引き続き審議が

必要かと思います。残る回数がもうあと１回ということになると非常にタイトではあるの

ですが、非常に重要なことであると思いますので、そのようにさせていただきたいと思い

ます。次回に向けてまだ時間は少し空いておりますので、私の方で、事務局を通じて、農

林水産省とまた意見交換しながら、これを進めるとさせていただけたらと思います。 
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 特に、その選択肢がいろいろあろうかと思います。まず選択肢というか、大きなところ

ではそもそも農林業センサスを世帯調査という観点のところの性格を変えて、そこを落と

していいのかという問題、これについてはかなり根本的な問題でもあるので、そのスタン

ス自体本当に大丈夫かというのは引き続き議論が必要だと思います。 

 それから、もう一つはその調査をどういう形でやっていくかということですが、これは

今、内山統計審査官も言われたように特に２つの点です。農業に従事しなかった人をどう

するかということ、それから続柄をどうするかというところ、これが負担とそれから利用

のメリット、そのバランスを考えてどう判断したらいいかと。そこが大きなポイントにな

ろうかと思います。 

 その解決策は、多分調査票で実現する上では一つではない。今の原案は一つの案だと思

いますけれども、これまで宇南山臨時委員が言われた案もあるでしょうし、あるいは先ほ

ど内山統計審査官が言われた案もあるかもしれませんが、そういうところの中でどういう

やり方が一番合理的な着地点かということも探っていく。その上で、情報がもし減るとい

うことであれば代替策、減った分を補う方法がある程度あるのかどうかということ、これ

は特に小松専門委員がおっしゃったことに関係すると思いますが、そういうことを整理す

ると、そんなようなことで、この後の次回までの時間を使って調整をしていくというふう

にしていけたらと思います。それを踏まえて、次回に臨むということにしたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

 委員の方々もそのような進め方でよろしいでしょうか。少し大変時間も押しております

が、よろしくお願いします。 

 この論点がかなり重たい論点となりましたので、これに集中してしまいましたけれども、

労働力関係でこれ以外についても、何かもし、御質問、御意見などありましたら、お願い

したいと思います。この後、それが特になければ先に進みますので、もしお気づきの方が

ありましたらこの際御発言いただけたらと思いますが。 

 小松専門委員、お願いします。 

○小松専門委員 質問の10の農業生産関連事業の部分で、延べ人数は聞かないで、農業

生産関連事業のみに従事した実人数を聞くという項目なのですが、記入者負担が大きいの

で延べ人数は聞けないということだとは思うのですけれど、「のみ」に従事した人を実人

数で聞く意図について、それを聞いてどんな利活用というか、政策的にも農業生産関連事

業のみに従事した人、人数が分かったら何が分かるのかなというので気になったので、後

日でもいいので教えてほしいです。結局これは記入者負担が大きいので、量的把握はもう

前回調査の１回にとどめて、今回は農業生産関連事業に従事した労働力の量的把握はでき

なくてもいいという判断だと認識していいかというのを確認したいです。 

 臨時雇いについては実人数を把握するにとどまり、その量が分からないです。関わった

人数は分かるのですけれど、臨時雇いについても延べ人数を把握していない。回答が難し

いということが本当にあるのかというのも少し疑問に思ったので、追加的に聞きました。

細かい点なので書面等で説明いただくことでも構いません。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。それでは、今、簡単にお答えいただければそう
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していただいても結構ですが、そうでなければ後でメモでお願いしたいと思います。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 後ほどお答えした

いと思います。 

○川﨑部会長 分かりました。では、そのようにお願いします。よろしいでしょうか。あ

りがとうございました。 

 ほかの委員の方々いかがでしょうか、江川専門委員、お願いします。 

○江川専門委員 農業生産関連事業についての質問。資料２－１の７ページの括弧書きの

ところで、農作業が生じる農業生産関連事業として観光農園というのが挙げられています。

ここでは観光農園の防除などは自ら行う農業生産に係る農作業と書かれておりまして、こ

の辺に少し違和感があります。 

 そうすると、観光農園だけで働いて、防除を行っている場合は、農業生産関連事業に関

わり、しかも農作業にも従事した人にもカウントされるということに違和感があります。

いわゆる観光農園の中だけで防除をやっていれば、これはもう農業生産関連事業だけに従

事したことではないかと私は認識をしていますが、いかがでしょうか。 

○川﨑部会長 いかがでしょうか。 

○東農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室課長補佐（農林業センサ

ス統計第１班担当） 江川専門委員がおっしゃるように、農業生産関連事業の作業と自ら

の農業生産作業の区分というか、分離は少し難しいところではあるのですが、農業生産関

連事業の定義、農林業センサスでの農業生産関連事業の観光農園の定義でいきますと、一

部の農作業を体験させる、ほ場を観賞させて料金を得ているといったことでございますの

で、少し線引きが難しいところではあるのですけれども、そこを記入者に誤解のないよう

な形で、一度整理して、記入の仕方等で説明をしたいと思っています。 

○川﨑部会長 細部のところ、どこで線を引くかというのは大変微妙だけれど、重要な問

題ということかと思いますが、今のようなことで、注意しながら対応していくというお答

えのようですが、江川専門委員、いかがでしょうか。 

○江川専門委員 これは延べ人数ではなくて人数で聞くわけですから、人数がどこに所属

しているかというのはきちんと切り分けた方がいいと思います。 

 その点で、観光農園のいわゆる防除作業等は農業生産関連事業にも入るし、農業のいわ

ゆる農業生産に係る事業にも入るという、少しその辺がやはり違和感があるので、後ほど

で結構ですので、整理していただきたいと思います。 

 以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。ということで、これはむしろ今の３の問いの右

側の「うち、農作業にも従事した人」というのは、どこまでこの事項が意味を持つのかと

いうことにも関連するのかなと受け止めましたので、その辺り整理していただいて、お答

えを農林水産省から、また次回でもいただけたらと思います。 

 続きまして、内山統計審査官からのコメントがありますので、そのあと、小西臨時委員

にお願いします。 

○内山総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 今の江川専門委員の御質問の関



 -21- 

連なのですが、もし農業生産関連事業にも数字が立って、農作業にも数字が立つというこ

とになると、調査票の４ページのところの農作業に従事した人数、ここにも計上しないと

いけないということになって、二重に記入させることになり概念上の複雑さが増すのでは

ないかと思うので、そういったことも踏まえて、江川専門委員への御回答を準備していた

だければと思います。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。ということで、確かにここの７ページ目の今表

示されている部分と、前の方の労働力の事項は関連するので、そこの関連も含めて概念整

理が必要ということかと思います。 

 それでは、小西臨時委員、お待たせしました。お願いします。 

○小西臨時委員 ありがとうございます。今、内山統計審査官が整理してくださったこと

に尽きると思います。今まで農業という用語を使われて、農業に対して農業生産関連事業

という言葉がありました。今回その農業という言葉を農作業という言葉に切り替えていく

ということで、それにより農業生産関連事業に該当する事業であっても、農作業が発生し

た場合との識別ができなくなることが起きます。もっと言えば、農業という言葉を農作業、

林業を林業作業に変えるならば、調査名も農作業センサス、林業作業センサスにした方が

より正確なのでは？とさえ思います。農業、林業という言葉を調査内で変更するというこ

とは、それ位大きなことだと思います。この審議での整理だと、農業＝農作業＋農業生産

関連事業という、従来の農業の定義とは異なるものになる気がします。農林水産省の用語

集を先ほど見ましたが、農業と農業生産関連事業は別の業として説明されていますので、

やはり従前の定義の方になじみがある方が多いと思います。ですので、記入者が誤解しな

いような形で書きぶり含めて進めていただけるとありがたいと思います。 

 以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。この問題は農業がいわゆる６次産業化というこ

とで、だんだん伝統的な農業だけではないところにまで広がっているところの難しさでも

あろうかと思います。その辺りの概念整理を分かるようにしていただくというのは、これ

から農林水産省にお願いしたいことかと思います。また、その辺りは事務局を通じて、い

ろいろ御相談していきたいと思います。 

 それでは、ほかにはよろしいでしょうか。労働力関連、かなりたくさんの御意見をいた

だきましたが、引き続き整理するということで進めてまいりたいと思います。 

 次に、労働力以外の関連で、審議を進めてまいりたいと思います。では、残りの部分に

つきまして、審査官室から御説明をお願いします。 

○森総務省政策統括官（統計制度担当）付調査官 資料１－１を御覧ください。 

 質問11は、今回、集落営農組織への参加に係る設問が削除されることについて、目的

を果たしていないのではないかという御意見です。 

 12は、販売金額に占める割合を書き込む欄について、整数値ではなく7.5割など、小数

点部分まで把握する必要はないかという御意見です。 

 13は、農業生産関連事業の１区分である小売業について、定義を理解してもらうよう

な記載が必要ではないかという御意見。 
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 14は、有機農業に関する設問で、自給用に作付けした面積を含むか否か分からない部

分があるという御意見です。 

 次のページに移りまして、15は、データ活用の有無を聞く設問について、①は設問文

も長い上に、手引きの説明もあり分かりづらい。そうであれば選択肢自体を簡素化しては

どうかというものです。 

 ②は、データの定義、範囲について、電子データ限定かそれとも紙媒体のデータを含む

のか、調査項目の設定目的も踏まえて整理すべきではないかという意見です。 

 資料１－１の最後16ですけれども、林業作業の受託に関する設問について、過去にあ

った注釈を復活してほしいという御意見となっております。 

 次に、続きまして、１回目の部会後に出された意見も申し上げます。資料２－３になり

ます。 

 こちら、１回目の部会で、経営体の居住地と耕地の所在地が異なるケースについて議論

になったことを受けたものです。まず①は、例えばＡ市に居住している経営体が保有して

いる耕地は、他市町村に所在する耕地も含めて、全てＡ市の耕地として集計されるのかと

いうもの。 

 ②は、経営体の居住地と耕地の所在地が異なる場合についての規模感や、将来的な農林

業センサスでの把握可能性についての質問となっています。 

 そして③ですが、このような経営体の居住地と耕地の所在地とのかい離についての結果

利用上の留意点についての質問となっております。 

 事務局からは以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。それでは、農林水産省からお願いいたします。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 お答えいたします。

労働力以外の質問についてです。 

 11番、９ページです。集落営農組織への参加の削除について、2025年調査でも同様に

調査してはどうかという御意見です。2020年調査では、集落営農組織への参加状況に関

して、個人経営体が集落営農組織には参加せず独力で経営しているか、集落営農組織に参

加しつつ自らの農業経営を展開しているのかといった構造を明らかにするために設問を設

けたところであります。その構造が明らかになったという点で目的を達成したと考えてお

ります。 

 なお、農林業センサスは集計される統計表が多く、本設問の集計結果は報告書及びｅ－

Ｓｔａｔには掲載しておりませんが、集計事項一覧として農林水産省のホームページに公

開しておりまして、御要望があれば、提供しているところであります。この次の10ペー

ジに参考の表を付けております。このようなデータが提供可能であります。 

 次に12番、販売金額に占める割合を書き込む欄について、小数点部分は必要ないのか

という御意見です。この点については、回答しやすさといった記入者への負担を考慮いた

しまして、従来どおり整数での把握としております。 

 13番目、小売業の定義が難しいため回答者に十分理解してもらうために、注を記載し

てはという意見でございます。前回調査では、調査対象者に別途配布する記入の仕方で補
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足しており、御指摘を踏まえて、今回も同様の対応にしたいと考えております。 

 14番目、調査票13ページの２の（１）の有機農業についてです。（１）の設問でも、自

給用に作付けした面積を含むか否かを明記すべきとの意見であります。有機農業としては、

（１）の設問についても自給用に作付した面積も含めて把握することとしておりますので、

御指摘を踏まえて、調査票に明記したいと思います。 

 次に、15番目です。調査票の14ページ目の３、農業経営のデータ活用についてです。

長文の説明と別紙での補足が必要で回答者の負担が大きいのではという御指摘と、２番目、

電子データのみに制限しているのか、紙媒体の資料などあらゆる情報を含むことが不明と

いう御指摘についてです。 

 まず、①については、調査項目の選択肢については、データの入手元や活用方法につい

て具体的に例示し、回答しやすくしたところでございます。 

 また、調査票中の注釈につきましても、記入者が迷いやすいと思われる事項を優先的に

記載しておりまして、当該項目については、成長戦略において設定しているスマート農業

の実現に係るＫＰＩの評価に活用されておりますので、利用部局と相談し、より正確性を

期すために、詳細に記載しております。 

 ②については、活用するデータには紙媒体、電子媒体ともに含みますので、その旨を設

問文において明記したいと思います。 

 次、16番目です。2015年までは記載されていた注の記載を戻してはという御意見でご

ざいます。17ページの１でございますが、この点については、御指摘を踏まえまして、

この図のとおり調査票に注釈を追記したいと思います。 

 次に、資料２－３です。①調査票６ページの耕地（田・畑・樹園地）において、例えば

Ａ市に住んでいる経営体が保有している耕地は、ほかの市町村に所在する耕地も含めて、

全て居住地であるＡ市の耕地として集計されるのかという御質問でございます。 

 農林業経営体調査は属人調査でございますので、ほかの市町村に所在する耕地も含めて、

Ａ市に居住している経営体が所有している耕地として、全てＡ市の耕地として集計される

仕組みになっております。 

 次に、このような事例はどれぐらいあるのか把握しているか。もし把握していない場合

は、将来的に農林業センサスにおいて把握する必要はあるのではないかとの御質問であり

ます。 

 まず、経営体が所有している耕地の所在地に関する情報までは把握していませんので、

経営体の居住地と、所有している耕地が異なる市町村にある事例については、把握してお

りません。 

 しかし、農林業経営体調査は、従前から一貫して属人統計でございまして、当該地域に

所在する農林業経営体の基本的な生産構造や就業構造の実態を把握するとの考えにより調

査しております。将来の調査の在り方については、属人統計として調査するとの農林業経

営体調査の基本的な考え方やデータのニーズ、調査にかかるコスト等様々な視点から検討

する必要があると考えております。 

 ３番目です。経営体の居住地と保有する土地の所在地のかい離が、統計の利用・分析に
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及ぼす影響と結果利用上の注意点として、公表資料上で明記されているかということにつ

いてです。 

 e-Statで公表している農林業センサスの用語解説において、「経営耕地」の説明におい

ては、属人統計であることを留意するよう記述しているところであります。先ほども申し

ましたが、農林業経営体調査は属人調査でありまして、当該地域に所在する農林業経営体

の基本的な生産構造や就業構造実態を把握することの考えで調査をしておりますので、

1950年の農林業センサス開始以降、こうした考えにより把握していることは広く認知さ

れておりますので、統計の利用上、分析上の特段の影響はないと考えております。 

 以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。この後、委員から皆様御自由に質問、御意見を

いただけたらと思いますが、残り時間も少なくなっておりますので、もし12時にはもう

退席しなければいけないとか、後ろの時間が限られている方は是非早めにお手を挙げてい

ただけたらと思います。 

 ということで御自由に挙手していただきまして、御発言をお願いしたいと思います。い

かがでしょうか。小松専門委員、お願いします。 

○小松専門委員 15番目の質問と回答、データ活用の部分についてなのですが、具体的

に例示した方が回答しやすくなるので、こういう設計になっているという御説明だったの

ですが、私たちのもとに別紙のものはないので、そこの詳細は分からないのですが、少な

くとも今の設計だと、設問文にまず「○○等」と付いていて、注釈の方にも更に「○○等」

と付くのですね。別紙に恐らく全てが書いてあって、その方には「等」は付いてないかと

思うのですけれど、結局この設問で聞いているものにどのようなデータやどのような機器

が含まれるかを正確に把握するためには３段階で回答者が読んで確認しなければいけない

設計になっていて、これが本当にこの「○○等」を２回繰り返して別紙を見て、自分が該

当するか確認するというやり方が回答しやすいものかというのは非常に疑問があります。

もう少し定義を明確にしてとか、やり方があるのではないかと。 

 ２点目のところで、ＫＰＩとひも付いているのでということなのですが、ＫＰＩでは、

データを活用した農業を実践している割合を聞いたり、設計されていたり、農業支援サー

ビスの利用をする人が何割というようなＫＰＩがあるかと思うのですけれど、ＫＰＩとこ

の設問も直接リンクしてないような設問の文言になっていて、これでもＫＰＩの評価は可

能だということだと思うのですけれど、では何で今の設問文になっているのか。「○○等」

で優先される○○がどう選ばれて、何でこういう聞き方が最も妥当だということになって

いるのかが分からないのですよね。 

 後日でも構わないのでこんな設問文である必然性が、ＫＰＩとの関係ではなくもっとほ

かにも農林水産省の何か政策上理由があったり、「○○等」で頭出ししなければいけない

市況等とかというふうに示す理由とかが明瞭にあるのであれば、我々利活用側も設問文が

理解できればそれの回答と結果の割合を見込めるのですけれど、そもそもなぜこういう設

問になっているのか分からないと回答者も混乱しますし、利活用側もデータの読み込みが

難しくなるので、何か理由があるのであれば教えていただきたいなと思いました。 
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 以上です。後日で構いません、書面でも構わないです。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。なるほど、もし何か取りあえずお答えいただけ

ることがあればお願いしたいと思います。私も今の御意見聞きながら感じたのですが、ど

うも何というか、何を聞こうとしているのか例示がたくさんあるばかりで、何がポイント

なのかよく分からないというところもあるので、少し概念整理が必要なのかなという気が

しますので、これを聞いていけないというのではないのですが、きちんと分かるように聞

いていただくことが大事かなと思います。特に、今のところ農林水産省よろしいですか。 

 では、小松専門委員の方からもし何か追加的にメモでもいただければ、それをまたきち

んと答えていただけるような対応していきたいと思います。ありがとうございました。 

 少し内山統計審査官の方から、御発言があります。 

○内山総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 今、小松専門委員からいただい

た点に関しては宿題ということになりますけれども、農林水産省に回答を作っていただく

際のイメージですが、2020年と2025年の対比をしながら、2020年があって、こういう支

障がある、こういう必要性があって2025年に変えましたというような資料でよろしいで

しょうか。 

○小松専門委員 はい。 

○川﨑部会長 では、そのような形でお願いしたいと思います。 

 それでは、ほかに御意見、御質問等ありますでしょうか。いかがでしょうか。 

 江川専門委員、お願いします。 

○江川専門委員 資料２－１の11ページですけれども、項目としては14番の有機農業の

ところですけれども、今回新たに自給用に作付けというものを含めるということをきちん

と明記するということで統一する形になっておりますが、2020年の農林業センサスでは、

自給用は除いてたと私は記憶しているのですけれども、その点、連続性は大丈夫でしょう

か。 

○川﨑部会長 農林水産省からお願いします。 

○東農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室課長補佐（農林業センサ

ス統計第１班担当） 2020年の調査票では、品目別に作付けた有機の面積を把握してい

ましたが、そこは販売目的ということで自給は除いていました。その点については、今回

の2025の調査票案でも同じでございまして、調査票の13ページの（３）につきましては、

従来どおり自給を含まない形、新たに設定をしました（２）には自給に作付けたものも含

みます。従来から設定している（１）の取り組んでいる、取り組んでいないという部分に

つきましては、今回少し拡充はしているのですが、ここについても記載はしてございませ

んでしたが、自給を含むという形で取っておりました。 

○江川専門委員 分かりました。 

○川﨑部会長 今あえて変更するということなのですね、意図としてですね。これは少し

過去との比較はもう前回データ取ってないからもう無理ということなのでしょうね、恐ら

く。 

○東農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室課長補佐（農林業センサ
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ス統計第１班担当） 変わらないということです。 

○川﨑部会長 そうか、そういうことですか、分かりました。ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。江川専門委員は続いて何かありますか。もうよろしいです

か。ほかにはいかがでしょうか。 

 それはいろいろ御意見、御質問もいただきました。若干宿題も残ってはおりますけれど

も、それは先ほど申し上げたような対応ということで、進めてまいりたいと思います。 

 それでは、これで調査事項の関係は終了したということにさせていただきます。続きま

して、今度は調査方法の変更というところに進ませていただきます。 

 これにつきましては、事務局から、第１回目の会議で配布されました審査メモの資料２

に沿いまして、御説明お願いしたいと思います。 

○森総務省政策統括官（統計制度担当）付調査官 調査方法の変更となります。資料２の

８ページです。まず、調査票の回収方法に郵送を追加することが計画されています。 

 前回の調査においては、郵送における配布・取集をすることができるケースについて、

家畜伝染病の発生・まん延等に起因して、調査員等の訪問が困難になった場合に限定して

おりました。これについて、今回から伝染病の場合に限らず、報告者が希望された場合は、

郵送による回答も可能とすることが予定されています。 

 審査状況といたしましては、新型コロナウイルス感染症のまん延以降、報告者と対面し

ない形での調査の実施が求められる傾向が強くなっていることも踏まえ、郵送調査を加え

るその方向性について異論はありませんが、家畜伝染病の発生・まん延等の場合に限定し

ない理由や、郵送調査の増加を踏まえた業務負担増についての対応方針について、論点と

して立てております。 

 もう一つ、９ページですが、オンライン回答の方法について、今回、政府統計共同利用

システムであるe-surveyから、農林水産省の独自システムである農林水産省共通申請サ

ービス、ｅＭＡＦＦに変更することが予定されています。 

 ｅＭＡＦＦについては注釈を付けていますが、農林水産省が所管する法令に基づく各種

申請・届出・報告に関する一括のシステムでして、４年度に審議していただいた漁業セン

サスでも同様の変更が行われています。 

審査状況については、統計調査のツールとしてe-survey以外のシステムを用いること

自体には問題なく、オンライン化の推進を進めるための試みとして特に異議はありません

が、これに変更するメリットやｅＭＡＦＦを使っての回答の流れやサポート体制などをど

うするのかなど、漁業センサスの審議の際と同様でありますが、改めて論点として立てて

おります。 

 事務局からは以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。それでは、農林水産省からお答えをお願いいた

します。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 調査方法の変更に

ついてです。郵送を提出方法の一つとした理由についてです。調査員調査を基本としてい

ますが、新型コロナウイルス感染症まん延の経験を踏まえて、今後、感染症等の不測の事
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態に迅速に対応することを想定しまして、調査員と調査対象者の接触機会をなるべく減ら

せるよう郵送提出を可能といたしました。 

 なお、前回調査では、調査手法別の回答状況は調査員による回収が93.7％、オンライ

ンによる回答が6.2％、郵送による回答が0.1％でございました。 

 次に、郵送の増加に伴い、想定される調査票提出後の負担増についてです。郵送回収の

場合、調査員及び指導員を介さずに市町村へ提出されますので、市町村における審査の事

務負担は増加することが想定されます。その対応方針といたしまして、調査対象者による

誤記入がないよう、記入しやすい調査票や調査票の記入の仕方を作成するとともに、審査

集計システムの審査機能を用いて効率的に審査できるようにしたいと考えております。 

 また、感染症等の不測の事態が発生した場合、必要に応じて調査計画の変更を申請する

などして、可能な範囲で調査期間の延長することなどを考えております。 

 次に、オンライン回答の方法をe-surveyからｅＭＡＦＦに変更する件についてです。

ｅＭＡＦＦに変更する理由とメリットについて、農林水産省では所管法令に基づく手続や

補助金・交付金の申請について、現在ｅＭＡＦＦによるオンライン化を進めております。

手続を行う利用者が今後拡大していく中で、現在ｅＭＡＦＦを利用している報告者は、オ

ンライン回答のためにＩＤを取得することなくアクセスが可能となります。 

 また、従来どおりe-surveyを利用する場合は、配布されたＩＤ・パスワードの入力、

パスワードの変更等の必要がありますが、ｅＭＡＦＦを利用できる報告者は、セキュリテ

ィを確保するとともに、農林業センサスの基本指標とひも付けた報告者ごとの識別コード

の入力は必要となりますが、ＩＤ・パスワードの入力の必要はございません。 

 報告者にとって、このように利点があるほか、オンライン回答率の向上が期待できるこ

とから、農林業センサスにおけるオンラインの回答の手段としてｅＭＡＦＦを用いる計画

としております。 

 先行して、漁業センサスでもｅＭＡＦＦを活用したオンラインの回答に向けて、今、手

続を進めているところでございます。 

 次に、回答の流れでございます。回答の流れはここに記載しておりますが、行政サービ

スを利用するアカウントの取得をまず行っていただき、ｅＭＡＦＦにログインしていただ

くと。農林業センサスの識別コードを入力して、画面上に表示される調査事項への回答を

行った後、回答を送信する。ｅＭＡＦＦには一時保存機能もございますので、途中まで入

力した回答を一時保存して、後日、一時保存したところから再開することが可能です。 

 また、ｅＭＡＦＦ全体のサポート体制といたしましては、メールや電話の問合せ窓口が

設けられておりますし、更に、農林業センサスの実施時には、本調査のためのコールセン

ターを設置して、対応したいと考えております。 

 また、報告者が一度ｅＭＡＦＦで回答した内容を修正し、再提出したい場合は、報告者

は提出した調査票を取り下げて処理を行うことで、取り下げた調査票を修正し、再提出す

ることが可能です。提出期限までは何度でも修正することができます。 

 加えて、調査実施者がｅＭＡＦＦから報告された回答に疑義を確認した場合は、ｅＭＡ

ＦＦ上で疑義照会を行うと、当該報告者に電子メール及びｅＭＡＦＦアカウント宛てに照
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会が通知されますので、修正の可否について返答をｅＭＡＦＦ上で受け取ることが可能と

なります。 

 次に、e-surveyとｅＭＡＦＦを併用しない理由についてです。併用することによって、

報告者としては選択肢が増えるというメリットはあるのですが、いずれを選択して回答す

ればよいのかという混乱が生じます。また、両方から重複して回答が行われないよう、

e-surveyとｅＭＡＦＦを連携させるシステムを別途構築して、排他制御をかける必要な

ども生じると考えます。 

 また、調査を実施する地方公共団体におきましては、併用することにより調査資材の準

備や回答状況等の確認に二重の手間を要することになりますので、事務負担が増えると考

えております。 

 そういうことを踏まえるとともに、農林業センサスの報告者である農業経営体にとって

も、行政手続の利便性向上というメリットがあることに鑑みて、ｅＭＡＦＦのみの利用と

することを考えております。 

 以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。それでは、今の御説明に関しまして、何か御質

問、御意見などありましたらお願いしたいと思います。調査方法の変更ということで、一

定の合理的なやり方をお考えになっているということのようですが、よろしいでしょうか。 

 それでは、特にこれは御意見いただいていないようですので、この点については、御了

解いただいたと思います。 

 それでは、続きまして、次のところに進みたいと思います。今の時点で11時55分です

ので、大変恐縮ですが、12時20分ぐらいまでを目標に進めさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 次が、集計事項の変更ということです。事務局からお願いします。 

○森総務省政策統括官（統計制度担当）付調査官 審査メモの10ページを御覧ください。

集計事項の変更についても大きく２点ございます。 

 まず、①といたしまして、調査事項の変更や利活用ニーズを踏まえた見直しが予定され

ております。これらの変更については、調査事項の変更に連動して見直すものであること、

また、利活用の低い集計を整理等するものであり、適当であるとした上で論点も特になし

としております。 

 次に、②といたしまして、主副業別の統計区分の見直しが予定されています。 

 こちらの変更ですが、令和３年度に農業経営統計調査の変更に係る答申が採択された際、

農林業センサスにおける個人経営体の集計区分（主副業別の区分）、これについて、農業

従事者が65歳以上になれば、農業所得の多寡にかかわらず、副業的経営体に区分されて

しまうことについて、適切な区分を検討すべき旨の指摘が産業統計部会長からあったこと

を受けての対応となります。 

 具体的な変更内容については、表に記載しているとおりでして、これまで農業所得の比

率と、65歳未満の世帯員の２つを区分指標としていましたが、これを農業所得のみを指

標として区分を見直す計画です。 



 -29- 

 審査状況といたしまして、統計委員会での指摘を踏まえた変更であること、また、今回

の農業所得の比率のみを区分指標にして「農業所得主経営体」「農外所得主経営体」とす

るもののいずれにおいても、集計の際、65歳未満等の内訳を設ける予定でありまして、

情報量としては変わらないものであり、適当であるとしております。 

 ただ、経営体の区分指標としては、農業所得や従業者の年齢のほか、従事日数なども指

標になるのではないかと考えられるところであり、他の区分指標の設定状況について、論

点を立てております。 

 事務局からは以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございます。それでは、農林水産省から御説明をお願いします。

使用される資料は、第１回のときの資料４です。13ページということになります。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 主副業別の統計区

分について、指摘に対応して分類を変更いたします。 

 統計の連続性を確保するために、農業所得比率により農業所得主経営体と農外所得主経

営体に区分し、それぞれを「自営農業60日以上従事している65歳未満の世帯員」がいる

かいないかにより２つに分けることとしておりまして、この13ページの図にありますよ

うに、自営農業の従事者も加味した区分を設けまして、表章することを考えております。 

 従前の区分の副業的な部分を分けることになりますので、従前との連続性も確保されて

おります。 

 以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。これは実は私自身が、以前の産業統計部会の審

議のときに出した意見が震源地となっておりまして、それに対応していただいたというも

のだと理解しております。 

 私自身が見てもこれはこれまでの系列も維持しつつ、かつ65歳未満の農業者がいるか

いないかということで分けるというよりも、こちらの新しい方が合理的ではないかと、そ

ういう新しい方法にも対応しているということで大変適切に対応していただいたというふ

うに私自身は受け止めておりますが、この機会に、もしほかの委員の方々からも御意見が

ありましたら、お尋ねしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、これについては、御了解いただいたものと受け止めます。ありがとうござい

ました。 

 それでは、続きまして、今度は次の事項に移ります。その他の変更ということで、まず、

市町村調査の調査方法の変更というのがあります。こちらについて事務局から説明をお願

いします。 

○森総務省政策統括官（統計制度担当）付調査官 審査メモの19ページになります。市

町村を調査対象とする市町村調査につきまして、前回調査では地方農政局等を経由して、

郵送及びオンライン調査により実施しておりましたが、今回、調査方法自体は変更しない

ものの地方農政局等を経由せずに、農林水産省本省が直接対応することが計画されており

ます。 

 この変更については、地方農政局等の限られた人的リソースの中、これまでどおりに調
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査を継続するために行われるものでありまして、特段の異議は認められないとした上で、

論点を特になしとしております。 

 事務局からは以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。これについてはよろしいでしょうか。委員の皆

様から何か御意見がありましたらお願いしたいと思いますが、よろしいですか。 

 特に御意見がないようですので、これについては、御了承いただいたものとさせていた

だきます。 

 それでは、続きまして、その次の事項、各調査の調査票の共通の印刷物による公表廃止

ということですかね。こちらについて、事務局からお願いします。 

○森総務省政策統括官（統計制度担当）付調査官 こちらは、各調査票共通となりますが、

調査結果の公表について、これまでe-Statなどで公表するほか、印刷物も作られていま

したが、今回、印刷物での公表を取りやめることが計画されております。 

 この理由につきまして、デジタル化やペーパーレス化を背景に、インターネットにて情

報提供を実施しており、利活用上からの大きな支障が生じるものではないこと、また、大

部な印刷物を作成するための膨大な労力がかかっておりまして、この軽減を図るためとの

ことです。 

 審査結果といたしましては、利活用上の大きな支障が生じるものではなく、業務負担の

軽減による限られたリソースの有効活用を図ろうとするものであると考えられることから、

特段に異議は認められないとしており、また、論点も特になしとしております。 

 事務局からは以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。ということで特に論点等が設定されておりませ

んが、これに関して何か御意見、御質問などありましたらお願いしたいと思います。いか

がでしょうか。印刷物による公表を廃止して、インターネットのみとしていくということ

ですね。 

 それでは、特に今のところないようですので、私、部会長ではありますが、一言お願い

を申し上げたいと思います。私はインターネットを使って効率化していくのは大変いいこ

とだと思うので、大きな流れとしては全く賛成ですが、ただ少し御留意いただきたいこと

があります。といいますのは、インターネット上で出ている情報にはどうしても探しにく

さがあったりして、いろいろな調査事項について、前回どうなっていましたかとか、集計

結果どうなっていましたかというのがなかなか分かりにくいところもあります。 

 ですので、是非インターネットに公表されている情報がどうなっているのかというガイ

ドのようなものをうまく整理していただけないかと思います。データがインターネットの

どこかに載っていますではやはり分からないので、それをどう使ったらいいのかが分かる

ような解説が欲しいと思います。また、それ以前に農林業センサス自体は大変調査内容が

豊富で複雑な統計がたくさんありますので、全体的にどういう集計が行われているかとい

うところがまず分かるようなマクロの理由を示してもらえるような、そういう情報がイン

ターネット上には少なくとも欲しいと思いますので、それは是非御配慮いただきたいと思

います。 
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 その上でもう一つ可能ならば是非お願いしたいのですが、実は恐らく多くの公立図書館

とか大学の図書館などでは、農林業センサスの報告書、紙で一定量ずっと時系列で継続的

に保管していると思いますが、そうするとこれがインターネットだけになった途端に、知

らない人が見るともう農林業センサスは終わったのかと誤解されるおそれも私はあるので

はないかと思うのです。 

 そういうことを避ける意味でも、何か総合案内書なりあるいは利用ガイドなり、何かそ

ういうものを継続的に紙の文書で出していただくことも必要ではないかと思います。これ

は事務的な作業、予算も必要ということでもありますので、もうインターネットだけと判

断された後に、急に紙の部分を復活させるのは難しいのかもしれませんが、ボリューム的

には少ないものでも構いませんので、今回の2025年の農林業センサスはこういう調査だ、

そしてこうやって利用するのだというのが分かるような文書を一つ作って、これを図書と

して残せるようなものとしていただくことが、結果的には先々農林業センサスのためにも

なる、利用者のためにもなるのではないかと思います。是非その点、御検討いただけたら

と思います。その点、よろしいでしょうか。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 ありがとうござい

ます。検討したいと思います。 

○川﨑部会長 よろしくお願いします。大分長々申し上げましたが、それでは、続きまし

て、次の事項に進ませていただきたいと思います。 

 次は、前回答申の課題というのがありますので、そちらに進みたいと思います。では、

事務局からお願いしたいと思います。 

○森総務省政策統括官（統計制度担当）付調査官 審査メモの20ページを御覧ください。

前回の答申における課題としましては３つございまして、課題の要旨と、農林水産省の検

討状況、対応状況について、それぞれ説明いたします。 

 まず（１）ですけれども、ここで挙げられている客体候補名簿というのは、経営体調査

の調査対象者になるかどうかを判断する過程で整理されている名簿なのですが、そのよう

な性格のものということもあり、農業経営体に該当しない自給的農家や土地持ち非農家の

情報が含まれており、以前からこれらを用いた総数データなどが集計され、有用なものと

して利用されています。 

 これらデータの継続的な作成、提供を担保するために、調査計画上で何らかの記載がで

きないかというのが課題の趣旨となります。 

 これを受けまして農林水産省は、今回申請の一環として、資料の真ん中部分になります

けれども、点線の枠囲みの部分となりますが、参考集計なので、集計事項そのものではな

いですが、調査計画に注釈を明記することで、その位置付けを明確化することが計画され

ています。 

 続きまして（２）ですが、これは現在経営体調査票が、個人経営体、団体経営体とも共

通の様式となっていることについて、分割の可能性の検討を求めるものでした。 

 これにつきまして、農林水産省は、①としまして、調査票の様式を分けることによって、

統計調査員の負担増と誤配布発生のおそれがあること、②といたしまして、集落営農に参
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加している経営体のように、個人経営体と団体経営体の両方の側面を持つ経営体があり、

報告書において逆に混乱が生じることから、現行どおり分割は行わないと整理されており

ます。 

 最後の（３）です。経済センサス‐活動調査との役割分担の整理ですが、農林水産省か

らは、調査事項の有無や疎密において、役割分担は既に行われているということでありま

して、調査事項が基本的に異なっている上に調査対象期間も異なっており、どちらかをど

ちらかに委ねるというような関係はないと考えております。 

 ３つの課題につきましては、以上のとおりでありますが、特に問題はないと考えており

まして、個別に論点は立てておりません。 

 事務局からは以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。ということでこれまでの課題については、特段

問題はないだろうという意見ですが、委員の皆様から御覧になっていかがでしょうか、よ

ろしいでしょうか。 

 特に御意見がないようですので、これについても御了解いただいたものとさせていただ

きたいと思います。 

 それでは、続きまして最後の項目となりますが、紙の上では、今後の手続についての整

理という見出しです。これは少し中身が複雑ですので、丁寧に御説明いただけたらと思い

ます。では、まず、事務局からお願いします。 

○森総務省政策統括官（統計制度担当）付調査官 審査メモの22ページとなります。経

営体調査では、農林業の地域性を踏まえ、1995年調査から、全国共通の調査事項のほか

に、都道府県の要望に応じて、県別項目を設定する余地を設けています。今回予定されて

いる調査票様式を少し見ていただきます。 

 調査票の18ページ、こちらですけれども、都道府県設定項目ということで、現段階で

は空欄になっています。 

 また、審査メモに戻っていただきます。現状の取扱いですが、もちろん県別項目につい

ても集計、公表はされているのですが、資料の下に記載した流れ図のとおり、諮問、答申

の手続により、全国共通事項が確定したことを受けて、都道府県への要望聴取がなされま

す。そのため、県別項目の内容確定は通常の諮問・申請手続の後となり、これまで集計事

項一覧に、都道府県設定項目という包括的な記載はされていたのですが、県別の調査事項

の具体的な内容までは調査計画に示されていませんでした。ですが、基幹統計調査の一部

として行われるものですから、何らかの形で計画に明らかにすることが望ましいと今回考

えました。 

 そこで、来年、県別項目が確定した時点で、農林水産省から追加で申請をしてもらい、

調査計画の全体も明確化するという対応をとらせていただけたらと考えております。本日

の部会においては、この手続を追加することの是非と、追加する場合に留意すべき事項と

いう、手続面について御意見をいただけたらと考えております。その一環として、農林水

産省が調査実施の責任者として、県別事項の追加について意見照会をする際に、都道府県

に対してどのような指示をしているのかについて、農林水産省から説明を受けたいと思い
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ます。 

 なお、どのような調査事項が県別項目になるのかということをイメージしていただく参

考といたしまして、席上配布として県別項目の一覧を付けております。この資料は前回、

前々回における県別項目の設問文を農林水産省から提供してもらい、事務局において簡潔

に整理したもので、前々回の部分で赤字にしている事項が前回でも引き続き設定されてい

ることを示しております。なお、県によって異なりますが、全体としては、おおよそ半分

程度の事項が前回と前々回で継続されているところです。 

 事務局からは以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。ということでこの事項は、当初第１回のときに

配られた資料の中を見ただけでも、ピンと来にくい部分ではあるのですが、これは都道府

県ごとの調査事項ということになりますので、我々この部会の委員の皆様も関心持ってい

ただく必要のあることであろうかと思います。ということで、今、設定された論点につき

まして、農林水産省から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○坂井農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室長 お答えします。 

 都道府県に対して県別項目の意見照会、どのような指示をしているのかということです

が、農林業の地域性を踏まえまして、各地域の小地域統計の充実を図るため、都道府県が

独自に調査項目を設定できる項目欄として設けております。 

 報告に当たっては、報告者の負担が著しく大きくならないよう留意点を示して調査項目

の提出を依頼しているところでございます。スペースが限られておりますので、具体的に

は、項目は最大５項目までとか、選択肢の場合は最大３つまでとか、数字の桁数は７桁ま

で、あとはその報告者の負担増とならないような項目、設問はできるだけ簡素で分かりや

すくすること、あと質問の事項が一目で分かるフレーズにすることなどを指示しておりま

す。 

 以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。先ほどの事務局からの御説明がありましたよう

に、これはかなり珍しい、ほかのセンサスや統計調査でほとんど見たことがないぐらい珍

しい、都道府県の要望も踏まえながら調査事項を決定していく部分があるということで、

なかなか手続が複雑であります。そういう意味で、先ほどの資料２の最後の22ページの

ところにあったフローチャートのような格好で進められていくということで、資料２、こ

ういうことで今我々この赤枠のところにいますが、この後は、まだまだ作業が続いてここ

は農林水産省の方できちんと納めていただくということになり、その中で申請というとこ

ろがありますが、ここのところで、事務局できちんと確認をしていただくということにな

ります。 

 御存じのとおり、47都道府県もありますので、これ全部、この部会で見ていくことは

実務的には不可能に近いと思います。その辺りはきちんとやっていただくということが前

提となるかと思います。 

 その意味で、今、農林水産省から御説明いただいたのが５点ばかりありましたが、この

ようなことを留意して都道府県に調査項目の提出をしてもらうということだそうです。 
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 このようなやり方ということになりますけれども、もし何かこの段階で調査項目の設定

に関して御意見などありましたら、委員の方々からもいただけたらと思います。いかがで

しょうか。宇南山臨時委員、お願いします。 

○宇南山臨時委員 宇南山です。今回はこういう都道府県独自項目というのを調査に入れ

るというのは、一つは、実際には都道府県がなかなか調査をするのは難しいということを

考えると、いい取組というか制度だとは理解しています。 

 ただし、基幹統計の一部として回答義務も課した上での調査であるとすると、その調査

内容、統計委員会で諮問を審議するという大前提の中で、どういうふうに位置付けられて

いるのかというのがまだよく理解しきれてなくて、もしこのような取組ができるのであれ

ば、もう少しほかの統計でもやってもいいのではないかと思いますので、何かそこの位置

付け的なものを、今回の農林業センサスで調査すること自体反対というものではないので

すけれども、どういう条件の下でこういうことをやってもいいというのを何か体系的に示

していただけると、ほかの統計にも役に立つのではないかなと思いました。 

 以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。この御質問は、農林水産省というよりも総務省

への質問だろうと思います。内山統計審査官からお答えいただいてよろしいですか。 

○内山総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 まず、国が行う基幹統計調査の

中に、都道府県の要望を聞いて、県ごとに別々の調査事項を設定するという例は、この調

査のほかに例がありません。フローチャートを御覧いただいてもお分かりのとおり、全国

共通事項の調査事項が決まった後に、都道府県の要望を聞いて、それを吸収して47都道

府県それぞれの調査票を印刷して、それを配り分けて調査をする。ここまで手間をかけて

やるというのは聞いたことがありませんし、ほかの調査でそこまでやりません。 

 通常考えられるのは、基幹統計調査などを行うときに、都道府県が調査実施者の了解を

得て、「附帯調査」などの名称の届出統計調査として、調査票を１枚附属させて行うとい

うもの、調査としては別枠として行うというのが基本的な姿だと思っています。ですので、

今回の農林業センサスの取扱い自体、歴史的経緯もあると思いますので、今その取扱いの

是非を論ずることはしないのですけれども、ほかの調査にも拡大し得る方式かどうかとい

うお問合せであれば、基本的に、手順・労力の面なども面も含め、他の調査に拡大するこ

とは現実的ではないと思います。ですので、農林業センサス、単独というか特殊な事例と

受け止めていただければと思っています。 

 その上で、県別事項について、今回の諮問審議の終了後、来年の春に向けて、都道府県

の要望を得て調査事項を整理されるということになりますが、基幹統計調査の調査事項と

いうことですので、概念的には農林水産省が責任を持たれるというところではあるのです

が、内容に関しては、農林水産省が必要に応じて設定するものではなくて、各都道府県の

要望に応じて設定するものです。全国共通項目の深掘りである場合もあれば、全国共通項

目とは全然違う内容の調査事項であったり、というような様々な設定があります。ですの

で、それらが統計委員会において審議をしていただくことになじむ事項かどうかというこ

とに関しては、躊躇するところです。 
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 ただ、今申し上げられるのは、これまで数十年にわたって、都道府県項目がどういった

内容なのか調査計画の中で明確にされていなかったということを捉えて、追加手続によっ

て、そこを明確にし、農林業センサスの計画の全体性について見える化すること、それ自

体が、今回私どもが最も重視しているところでございます。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。少しですが、私からも補足的にコメントさせて

いただきたいと思います。 

 これは今御説明あったとおり極めて異例のやり方でありますが、メリットのあるやり方

と言うことができるかと思います。もちろんリスクもありますけれども、リスクよりもは

るかにメリットが大きいと受け止めております。 

 というのは、やはり先ほど宇南山臨時委員がおっしゃったように、地方の統計のニーズ

をきちんと把握する。特に農林業は、地方ごとにいろいろな特徴があるということもある

ので、こういうものを入れるというのは大変いい考えではあろうかと思いますが、法制度

上の整理というのは非常に難しいものがあると思います。これがメリットがあるならもっ

とほかに広げればいいというアイデアももちろんあるのですが、現実には、先ほどのフロ

ーチャートを御覧いただきましても、もう準備から調査開始まで相当手間をかけてやって

いくことになりますので、その意味では、現実的にはなかなかほかの調査でここまでの手

間をかけるのは難しいところがあるのではないかというふうにも思います。 

 ですので、できるだけ地方のニーズを広げたらいいということはあるのですが、なかな

か難しさがあるということです。そういうことで、法令上の手続としては、この資料で申

請というのが右の方にありますけれども、そのところで、統計委員会との関係も整理をし

ていただくというのが出てくるということだと思いますが、それについては、また、別途、

今後その時期になりましたら、事務局で検討されることだと思います。 

 それでは、内山統計審査官からお願いします。 

○内山総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 申し訳ございません、言い忘れ

たことがあります。 

 今の農林業センサスのやり方、これを他の調査にも広げるのは現実的ではないと申し上

げましたが、それは都道府県のニーズ、これを見ないというわけではなくて、手続として

の柔軟性です。先ほども申し上げたとおり、国の統計調査はそれとして行いつつ、都道府

県のニーズに応じて別枠で附帯調査を行うということは可能ですので、そういった形で都

道府県の判断でやっていくという方が、一つ一つの手続の重さというのでしょうか、手間

暇を考えたときにより柔軟に対応できるというような形かと考えておりますので、そうい

った形で都道府県のニーズというのは対応していけるものと考えております。 

○川﨑部会長 ありがとうございます。今のようなお答えを踏まえた上で、私からもう一

つだけ申し上げておきたいのですが、実は先ほどリスクがあると申し上げましたが、リス

クは実はあるのです。例えば、地方ごとに違う設問をすることによって、回答者の忌避感

が変わり得るということです。例えば、ある地域はこんなこと聞かれるのだったら答えた

くないというようなことが物すごい勢いで出てくるかもしれないわけです。これ、農林業

センサスでそれが起こるとは私は必ずしも思っていませんけれども、そういうことも起こ
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り得るわけです。 

 これはなぜ申し上げるかというと、例えば頭の体操で国勢調査に地方項目も自由に入れ

てよいとしたときに、県によって忌避感が変わってくると、全国一律の調査方法でやるの

が前提のセンサスで、都道府県間の比較が難しくなるおそれもあるわけです。そういう意

味でこの方法はメリットもあるけれども、リスクがある。でも、農林業センサスにあって

は、調査への忌避感がそれほど高まるかといえば、恐らくそうではないだろうということ

だと思います。ということなので、農林業センサスについては、こういうことで進めてい

ただいてもいいだろうと私自身は理解しているということです。 

 以上のことを踏まえて、農林水産省からいただきました、特に都道府県に対して、どん

な項目を入れるのが適切かという指示を出しているということで、５点ほど、先ほどの御

説明で挙げておられました。 

 これは大変適切だと思うのですが、更にあえて言えば、基幹統計であるのにふさわしい

調査事項であること。例えば、極端に忌避感がないとか、答えやすいとか、そして、義務

を課してでも回答していただくに値するほどの重要な事項であるとか、そういうことは当

然大前提となるということだと思いますので、これはもしかしたらここの１、２、３、４、

５の後の「等」に入っているのかもしれませんが、等としては非常に重要な基幹統計とし

て調査するにふさわしい事項ということが一つの要件だと思います。その点を是非忘れず

に、都道府県にもきちんとお伝えいただき、また、その後、もし農林水産省と総務省の間

でもいろいろお話しされる場合にはそういうことを前提にお願いしたいと私からは申し上

げておきたいと思います。 

 ということで、宇南山臨時委員からの御質問、随分回答の方だけ長くなってしまいまし

たが、よろしいでしょうか、今のようなお答えで。 

○宇南山臨時委員 ありがとうございます。状況としては理解しました。 

 ただ１点、そういう位置付けだとすると気になるのは、やはりその一体としての農林業

センサスの中で、例えば今回も非常に農林水産省側で強調されている調査負担というのが

ある中で、コントロールできない部分で調査負担が発生しているというので、だから、こ

ういう事項は聞けないとかというのがあるのは、若干バランスが難しいところかなと思い

ました。 

 ただ、これについては「だからやめろ」というほど強い意見ではありませんが、今後少

し調査負担をどこの段階で調整するかということについて議論していただければと思いま

した。 

 以上です。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。今の御意見、大変大事な点だと思います。答申

でどこまで記載するかということはありますので、少しその辺りは、これから事務局と私

の方もよく相談しながら進めていきたいと思います。ありがとうございました。ほかにい

かがでしょうか、よろしいでしょうか。 

 それでは、この点につきましても、大筋ではこのような進め方をしていくことについて

御了解いただいたと受け止めさせていただきます。ありがとうございました。 
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 予想の時間よりもまだ遅くなってしまいまして、大変申し訳ありません。これで審議事

項は全てカバーしたものと思います。 

 そういうことで、これまで論点ごとにいろいろ御意見をいただいておりますので、これ

については、引き続き次回に向けて整理をして次回に臨むということにさせていただきた

いと思います。 

 時間の都合もありますので、一つ一つの論点をもう１回整理して申し上げるのは省略さ

せていただきますが、もし今日御発言いただいたことで、もう少し補足があるということ

であれば、メールなどで御連絡をいただけたらありがたいと思います。委員の皆様、お気

づきのことがあったらメールで御連絡をいただきたいと思います。 

 また、御発言の特になかったことでも、御質問、御意見などがありましたら、お願いし

たいと思います。 

 ただ、もうかなり議論の終局に差しかかってきておりますので、できるだけ新たな論点

を立ち上げるというよりも、確認をしておきたい点を中心にお願いできたらと思っており

ます。 

 この後、時間が大変タイトでもありますので、できましたら来週の月曜日10日の正午

までに事務局にメールで御連絡をいただけたらと思います。それを受けて、これから事務

局と農林水産省の間でいろいろ調整していただくということになるかと思います。 

 大変時間超過して申し訳ありませんが、大変貴重な数々の御意見をいただきまして、あ

りがとうございました。また、農林水産省の方も丁寧にお答えいただきまして、ありがと

うございました。 

 これで、本日の会議は終了とさせていただきますが、最後に事務局から御連絡をお願い

したいと思います。 

○内山総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 手短に。本日もありがとうござ

いました。 

 次回の部会でございますけれども、来月、８月４日金曜日の10時からということで、

今回同様ウェブでということで予定しております。 

 本日の審議を踏まえまして、御質問、お気づきの点ございましたら、部会長がおっしゃ

ったとおりショートですけれども、７月10日、来週の月曜日の正午までにメールによっ

てお知らせいただければ幸いでございます。本日いただいた意見も踏まえて、整理をして

また次回お示しをしたいと思います。 

○川﨑部会長 ありがとうございました。小西臨時委員、何かありますでしょうか。 

○小西臨時委員 すみません、小西です。次回が８月４日で、コメントが７月10日まで

提出ということでかなりショートだと思って声が出てしまったのですけれど、10日に間

に合うように頑張って出しますけれど、予備日を使った次回の部会の位置付けは、今回ま

での会議の振り返りと答申案が出てきて、それについての議論ということでよろしいです

か。 

○川﨑部会長 一応そういうふうに考えております。恐らく前半かなりの部分、今日残っ

た論点を審議していただいて、その上で答申案ということになっていくだろうと思います。 
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○小西臨時委員 ７月10日までに提出し、その後８月４日までの間に気づいたことがあ

りましたら、個別にメールを差し上げるとかはしてもよろしいですか。 

○川﨑部会長 そこはもう無理のない範囲で、対応できる範囲でということになろうと思

いますので、努力目標が10日と考えていただければと思います。 

○小西臨時委員 最終的には、４日に質問やコメントも言える思っておけばいいですか。 

○川﨑部会長 そうですね。ただ、先ほども申しましたが、審議も終局に入っております

ので、全く新たな論点の立ち上げというより、確認事項ということで、お願いします。 

○小西臨時委員 答申案の完成版が４日に出てくるのだったら、絶対にそれまでにコメン

トや質問を言わなければいけないなって思いお聞きしました。でも、４日を経てまた答申

案が出てきてメール確認、やりとりという感じならば、少し気持ちが楽だなと思ってお聞

きしました。 

○川﨑部会長 少しその辺りは事務局からも補足していただきます。 

○内山総務省政策統括官（統計制度担当）付統計審査官 御意見ありがとうございます。 

 次回部会が８月４日なのに、追加意見について、すごく締切りが早いなと思われたと思

いますので、補足いたします。２つあります。 

 まず、答申案なのですが、今日、審議を終えた部分に関しては、８月４日の部会で案を

お示しします。なので、今日審議を終えている部分に関しては８月４日に答申案という形

で出ます。ただ、今日宿題をいただいている部分に関しては、現時点で答申案を書けませ

んので、Ｐということで、その部分については、８月４日の審議を終えてから書きます。

それが１点。 

 それから、少し前のめりというか、部会長に御相談していないうちにお話をしてしまう

のですが、この際申し上げますが、７月10日と少し早めにしましたのは、今日の審議で

もお分かりのとおり、かなりやり取りがありました。ですので、本日示された皆様からの

御意見を農林水産省に投げかけて回答をもらって、それを次回の部会までに一度委員の

方々にお見せして、いかがでしょうと追加意見をいただく時間を作ることができるかなと、

今、事務局として思っているのです。そういった事前のやり取りを考えると７月10日と

いう少し早めの設定でも仕方がないかな、御理解いただけるかなというところでございま

す。ただ、追加でも御意見があれば可能な範囲で対応します。 

○小西臨時委員 分かりました、丁寧にありがとうございます。それを聞いて安心しまし

た。ＰのところはＰで残り、現在までで皆様の御意見がまとまっているところは書き始め、

かつ農林水産省に渡して回答をいただいた箇所も７月10日から８月４日までの間に、で

きた部分は事前に見せていただけるということで非常に安心しました。ありがとうござい

ます。 

○川﨑部会長 ありがとうございます。内山統計審査官と特に相談はしていませんでした

が、まさに私もそういうイメージでおりましたので、その線で進めてまいりたいと思いま

す。 

 ということで、10日過ぎたら何も言ってはいけないということは全くありませんので、

ただ、流れの中でいろいろ御相談しながら進めるということを御理解いただけたらと思い
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ます。 

 ということで大変長時間にもわたりましたが、御協力ありがとうございました。それで

は、いろいろタイトなスケジュールでいろいろお願いしておりますが、引き続き御協力を

よろしくお願いします。 

 では、これで本日の会議、終了させていただきます。皆様、どうもありがとうございま

した。 

 


